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1.  学協会 

1.1  日本工学会（Japan Federation of Engineering Societies） 

日本工学会は工部大学校（東京大学工学部の前身）の第1期卒業生の相互の親睦、知識の交換を目的にして 1879

年（明治 12年）に創立された日本で最初の工学系学術団体である。当初は「工学会」と称し、個人を会員として

いたが我が国の工学の発展に伴いそれぞれ専門分野の学協会が設立されたことにより、工学会は個人ではなく学

協会を会員とする今日の形となった。また、1930年（昭和 5年）に「日本工学会」と改め、2012年（平成24年）

には公益社団法人へと移行し現在にいたっている。現在は約 100 学協会により構成され、会員学協会の相互の協

力を通じて、工学および工業の進歩発展に貢献することを目的として活動している。機械系、電気系、情報系、金

属材料系、非金属材料系、土木系、建築系、化学系、生物工学系、制御工学系他、幅広い分野の工学系学協会が会

員となっている。 

日本工学会の現在実施している主な活動 

（１） 会長懇談会 

   会員学協会の会長レベルの情報交換の場として、年2回を基準として開催し、カーボンニュートラルやSDGs、

若手技術者の育成など工学全般にわたる一般的な議題の討議・意見交換のほか、学協会運営にかかる情報の共

有の場となっている。 

（２） 事務研究委員会(事務研) 

    会員学協会の事務局長レベルの委員会で、8 月を除く毎月開催し、事務局運営にかかる情報の共有と課題解

決のための活動を主体に活動している。 

（３） 公開シンポジウム 

   国際連合教育科学文化機関(UNESCO）が、エンジニアの活動を広く人々に認識してもらい、あわせてSDGs 

の推進に貢献することをアピールする目的で、世界工学団体連盟(WFEO)の創立日の３月４日を世界エンジニア

リングデーとして採択した。これをうけて、我が国唯一のWFEO民間会員(ナショナルメンバーは日本学術会議)

である日本工学会は、毎年この日に合わせて公開シンポジウムを、100 を超える関係団体から共催、協賛等を得

て開催している。また、本シンポジウムは、世界各地で開催されるWFEOのイベントとして登録されている。 

（４）協議会、コンソーシアム 

 日本工学会では次の協議会・コンソーシアムを組織し、それぞれ独自の活動を行っている。これらの活動のメ

ンバーは日本工学会の会員に限定せず、希望があれば会員以外も受け入れている。 

① CPD（Continuing Professional Development）協議会 

 欧米を中心に、国際的な技術者の質向上をめざして、資格認定などを含む技術者継続教育の枠組み作り

が進行しており、我が国でも、2001 年の第 2 期科学技術基本計画を契機に、国際的に通用する技術者の

育成をめざした技術者継続教育の重要性が認識され、工学系学協会では各々の分野の実情に応じて CPD

活動を組織化してきている。CPD協議会では、こうした工学系学協会CPD活動の相互連携を深め、質の

向上を図るために、技術者の社会的認知度向上、技術者資格や技術者継続教育に関する情報交換とその基

盤整備活動、企業をはじめ社会に広く受け入れられる技術者教育の理念の明確化と良質な技術力向上プ

ログラムの企画・運営のための活動を行っている。 

② 科学技術人材育成コンソーシアム 

科学技術に携わる人材を育成することは、我が国の発展にとって不可欠であり、その基盤を構築するた

めの学界・産業界・行政関係者等の連携の場として活動している。科学技術人材、特に技術者の社会的使

命や役割に対する国民の理解の促進、技術者や研究者を育成する教育環境の改善（特に、初等中等教育）

https://www.jfes.or.jp/
https://www.jfes.or.jp/_cpd/
https://www.jfes.or.jp/_ecst/
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および若者の職業選択、人生設計における有力なオプションとなるよう、技術者のキャリアパスを「見え

る化」を図り、労働環境の改善を図ることを目的としている。 

③ 技術倫理協議会 

     2000 年初頭に起きた雪印乳業の製品による集団食中毒や三菱自動車のリコール隠しなどの社 会的問

題が多く生じたことが契機となり、理工学分野の倫理問題について学協会が連携して対応していくこと

を目的に設立された。当協議会では、倫理の普及および啓発、倫理に関する情報交換、倫理に関する教育、

研修や研究等に関する共同事業、倫理問題に係わる研究者・技術者の支援、社会への倫理に関する共通見

解の表明等を議論する研究会を定期的に開催するとともに、その場での議論を基に公開シンポジウムを

開催している。 

④ 理論応用力学コンソーシアム 

    力学を基盤とする科学技術は、固体力学、流体力学、熱力学、振動･制御学などの学術分野を基盤とし

て理論から応用まで極めて多岐に亘って発展を続けてきたが今後も各専門学術分野の深化と他分野との

協働が不可欠であり、また化学、生物学、医学などとの融合領域の開拓も必要である。このような認識に

立脚、会員間の情報交換と連携・協力を促進することにより、力学に関わる学術分野の発展を促し、本学

術分野の将来を担う人材が育成される基盤と環境を構築し、あわせて国民の理解を深めることを目的と

して活動している。2年に1回をめどに「理論応用力学講演会」開催しているとともに、日本学術会議が

毎年主催する「理論応用力学シンポジウム」を共催している。 

（５）日本工学会フェロー 

工学・工業の分野において顕著な業績を挙げ、工学に関する幅広い経験と見識をもち日本工学会の活動

の貢献していただける個人対して授与する称号で、2022年6月までに172名のフェローが誕生している。

シンポジウムでご講演や会長懇談会でご意見をいただく等のご支援をお願いしている。 

日本工学会は会員が共同で活動する場や情報を共有するための場を提供することを重要な目的のひとつとして

活動していきたいと考えている。 

  

https://www.jfes.or.jp/_cee/
https://www.jfes.or.jp/about/fellow.php
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1.2 人工知能学会（Japanese Society for Artificial Intelligence） 

人工知能学会は、人工知能に関する研究の進展と知識の普及を図り、もって学術・技術ならびに産業・社会の発

展に寄与することを目的として 1986 年に設立された。1990 年に社団法人、2013 年に一般社団法人に移行し、会

員数は2020年3月末時点で約 5,200名である。 

伝統的な分野を軸としていた米国人工知能学会（AAAI）と異なり、人工知能学会はウェブの研究も対象とした。

学会監修で 2016年に出版した『人工知能とは』という書籍は 10人ほどの研究者の連載をまとめたものであるが、

人工知能についての見解は十人十色であることを示した。 

人工知能学会は、事務局スタッフ 3名程度、フルタイム勤務は事務局長のみと比較的小規模な学会であり、理事

会のほか、4～5の委員会がある。 

人工知能学会は 2014年 12月に倫理委員会を立ち上げた。初代は松尾豊委員長で、社会科学者や実業家、SF作

家などが委員として名を連ねている。倫理委員会では2021年にAI ELSI賞（Perspective部門、Practice部門）を設

置、「AIコミュニティのダイバーシティ＆インクルージョン」と題するシンポジウムも開催している。また、2019

年には人工知能研究を俯瞰的に捉えるためAIマップβを作成、2020年にはAI研究初学者と異分野研究者・実務

者のための課題と技術の俯瞰図として、AI 課題マップと AI 技術マップから構成される AI マップβ2.0 を公開し

ている。 

 

  

https://www.ai-gakkai.or.jp/
https://www.aaai.org/
https://www.amazon.co.jp/dp/4764904896
https://www.ai-gakkai.or.jp/ai-elsi/about/purpose
http://ai-elsi.org/archives/1219
http://ai-elsi.org/archives/1219
https://www.ai-gakkai.or.jp/ai-elsi/archives/1144
https://www.ai-gakkai.or.jp/resource/aimap/
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1.3 日本木材学会（Japan Wood Research Society） 

日本木材学会は 1955 年に設立された日本学術会議協力学術研究団体であり、木材学会誌や Journal of Wood 

Scienceの発行、年次大会の開催に加え、支部活動（北海道、中部、中国・四国、九州）や研究会活動（17研究会）、

メールマガジン「ウッディエンス」の配信、図書の出版などを通して、木材に関する基礎および応用研究の推進と

研究成果の社会への普及を行っている。2010年に一般社団法人に移行し、現在の会員数は約 2,000名である。学会

内の連携や対話、協働はスムーズに進んでおり、理事会後には懇親会を設けるなどして役員や会員相互のつなが

りや仲間意識を強化してきたとされる。学会の各研究会も有志の研究者が手を挙げる形で自主的に立ち上げてい

る。 

日本木材学会では2007年に倫理綱領を制定しているが、第 10条に「会員は、研究・教育・学会活動において、

人種、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人

格を尊重する」ことを定め、一般の倫理綱領には見られない「差別の排除」という項目を設けていることが特徴で

ある。学会では年に 4～5回理事会を開催しているが、倫理委員長から何らかの事案の報告や倫理綱領の文言の変

更について提案が出ることはなく、現在のところは問題が起きていない状況である。 

木材の科学と利用に関心のある研究者、実務者、学生など、会員構成は多様であるが、木材研究では男性が多い

ので、学会として女性研究者を増やす方向に向けて進めている。2010年に男女共同参画委員会は 2013年にダイバ

ーシティ推進委員会と改称した。2020 年までに指導的地位に占める女性の割合を 30％にするという国の目標は、

2003 年に内閣府の男女共同参画推進本部が決定し、「202030」として知られる。学会ではこれを受けて 2020 年に

女性比率 30%を達成することを目指し、ダイバーシティ推進委員会でも検討し 2014年度から優秀女子学生賞を設

置、毎年表彰を行っている。当時の女性会員の比率は 20 数%であったが 2022 年度には 30％を超え、とりわけ女

子学生の数が増加した。 

女性活躍推進の活動が継続しているのは女性役員の活躍によるところが大きく、ダイバーシティ推進委員会で

も次世代育成支援として「女子中高生 夏の学校」や「ポストコロナを踏まえた教育・研究におけるダイバーシテ

ィの取り組み」という公開シンポジウムの開催、年次大会の企画など、委員が高い意識をもって取り組んでいる。

委員会では女性を増やすばかりでなく、シニアな会員にも引き続き学会に関わってもらうため、大学をリタイア

した研究者にも学会活動への協力を呼び掛けている。また、年次大会では初日の夕方に若手研究者がトピックを

話して大学院生や学部生が聴講するという「ウッドサイエンスミキサー」というイベントを実施している。木材学

会には企業・公設試・大学の様々な研究者が属しており、就活中の学生を含む若手研究者が自分の将来をイメージ

するために、業界の様々な立場の先輩と交流する機会が設けられている。同時に、学会内の分野・所属を越えた若

手の交流によって、新たな連携が生まれるきっかけとなることも期待されている。 

日本木材学会では企業との関係も多様である。理事には企業人もいるが、会員企業は中規模の建材メーカーが

中心である。そのような企業にとって学術団体と連携して研究を行うことは簡単ではなく、企業の研究費では十

分でないこともあり、林野庁などの補助金により共同研究する事例もいくつか見られる。なお、住宅建築資材の加

工などを手掛ける江間忠グループは 2003年から研究助成制度を設け、木材学会が運営・実施している。また、業

界の紹介を行うランチョンセミナーをコロナ前には行っていたが、現在は就職活動の形態も大きく変わっている

ので、今後の学会の体制については議論が必要となっている。 

学会誌の Journal of Wood Scienceのインパクトファクター（IF）は2.6まで上昇しており、木材学会が編集部であ

るが出版元がSpringerであることも影響している。関連分野の 20～30ジャーナルのなかで IFが第5位に位置づけ

られている。編集部では編集委員長を中心とする編集委員会を立ち上げ、一部は海外の編集委員も参加している

が、日本の編集委員は会員が担当している。一時期は中国が多かったが、近年は東南アジア諸国からの投稿も増え

ている。ただ、企業からすると英語論文を執筆することは難しく、共同研究のハードルとなる場合もある。 

http://www.jwrs.org/
http://www.jwrs.org/wp-content/uploads/rinrikoryo.pdf
http://www.jwrs.org/award/winners/jwrsowsa/
https://natsugaku.jp/
http://www.jwrs.org/wp-content/uploads/220818_230324_Diversity-Symposium.pdf
http://www.jwrs.org/wp-content/uploads/220818_230324_Diversity-Symposium.pdf
http://www.jwrs.org/ema-top/
http://www.jwrs.org/publish/jws/
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学会は環境保護の観点から厳しい立場に置かれていたこともあったが、他の学会とも連携して提言を出し、な

ぜ木材を使うことが良いのかを世の中に広め、政府機関に対して呼びかけを行ったこともある。また、林野庁とは

年に一回意見交換を行い、学術界の動向を伝える活動を継続している。会員には省庁の行政官もいて、事務官は珍

しいが、技官はもともと木材関係の出身であり、入省しても会員を継続していることが多い。また、森林総合研究

所の職員の多くも会員となっている。 

今後の課題として、人口減にともなう学会の活動維持が挙げられる。木材学会の母体でもあった国内大学の林

産学科は、この 30年間に学部改編によって名称や組織体系が大きく変化した。また、脱炭素化社会構築の潮流に

乗りつつ、森林学会や土木関連学会、海外の木材関係の学会との共同や連携によって学会のあり方も変化してい

くと予想される。川上の森林学会と川下の木材学会は特に絆が強く、数年に一度、合同学会を共催することもあ

る。組織経営としては冊子体の電子化や事務活動の円滑化などが考えられるが、教科書の発行や有料セミナー開

催を通じて、木材学に関わる人材育成の機会を拡大させていく。 

 

  

https://www.forestry.jp/meeting/meeting-132/
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1.4 日本基礎理学療法学会（Japanese Society of Physical Therapy Fundamentals） 

日本基礎理学療法学会（以下、「基礎学会という」）は、疾患領域に基づく縦断的な研究体系に対して、理学療法

学における横断的かつ学際的な学問統合の基盤の場として資することを通し、臨床における理学療法効果の根拠

となる知見を得るための学問分野として、真に科学的な理学療法学の発展に寄与することを目的とする。日本学

術会議協力学術研究団体に登録されていた日本基礎理学療法学会（Japanese Association of Physical Therapy 

Fundamentals, JPTF）を母体として、日本理学療法士協会に置かれていた基礎学会（JSPTF）が統合され、2021

年に一般社団法人としてスタートした。「理学療法の医学的基礎研究会」という研究会時代も含めて約 20 年間に

わたり学術活動を続けている。 

基礎学会は日本理学療法学会連合（以下、「学会連合」という）の法人会員の一つとして位置づけられる。学会

連合は理学療法学関連の 12の法人会員、8つの学術団体会員の 20 団体会員から構成される。12 法人学会の理事

長が学会連合の理事を務めている。さらに学会連合には常設委員会、特別委員会（研究安全・学術倫理委員会など）

および諮問委員会があり、基礎学会からも委員を派遣している。理学療法ガイドラインや教育に関するモデルカ

リキュラムなどを作成する際には、学会連合を通じて会員からのパブリックコメントを募集している。学会連合

内の学会どうし、また、基礎学会内の関係性はフラットでコミュニケーションは密に取れているという。 

理学療法士の資格者は理学療法士協会の会員でなければ基礎学会の会員になれないが、医師や看護師等はその

限りではない。会員には協会員で研究者とみなされる専門会員 A と、理学療法士資格を有していない研究者の専

門会員B、一般会員の区分があり、一般会員は会費が不要となっている。2022 年 8 月現在、一般会員が 500 名、

専門会員Aが450名程度で、全体で約 1,000名の会員がいる。理学療法士協会の会員 13～14万人のうち学会連合

の法人学会会員数は約１万人、基礎学会においては 1,000人であり、さらなる情報発信と学会としての魅力ある活

動が求められるとの認識である。 

現在の基礎学会の会員は 30 代が最も多く、次いで 40～50 代と、比較的若い年齢構成となっている。以前は大

学で理学療法学の分野に所属する研究者が多かったが、30代から40代前半の会員には医学や情報学、動物基礎研

究やロボティクスの分野などに学際的な広がりを見せており、今後、学会の対象分野は広がっていくものとみら

れる。また、旧研究会の当時のメンバーは今や 50～60歳代になっており、学会活動を盛り上げるために若手ネッ

トワーク推進部が立ち上げられた。基礎学会では若手研究者による夏の学校が 2016年から実施され、コロナ禍の

2021 年からは若手研究者ネットワークシンポジウムとして、オンラインやハイブリッド開催されるようになり、

形を変えながらも活動が定着を見せている。 

会員のうち女性は全体の 1割強にとどまり、非常に少ない点が課題となっている。このため、積極的なリクルー

ティングを行っているが、病院勤務などを機に基礎分野の研究から離れ、学会から遠ざかってしまう傾向にある。

理学療法士の男女比は 55：45 であるため、この割合から考えると基礎研究に進む女性は少ないといえる。一方、

学会連合全体としては男女のバランスが取れており、日本運動器理学療法学会や日本循環器理学療法学会は病院

勤務の会員が多いため、男女比はあまり問題になっていないという｡ 

基礎学会の主な活動は、年１回の学術大会と若手研究者ネットワークシンポジウム、年２回セミナー『基礎理学

療法学ワークショップ』、および和文学術誌『基礎理学療法学』の刊行である｡「基礎理学療法学」は教育的な役割

を担っているが、最近では英文で国際誌に投稿する会員も増えた。会員等の学術活動を促進するために理学療法

士の非協会員以外は審査料・掲載料とも無料であり、収入としては学会運営に貢献していない。 

基礎学会では現状においては企業と連携はなく、会員個人で見ても企業と連携している者は 30～50名程度と見

られ、さほど多くない。基礎学会で生まれた知財をもとに今後産学官連携での活動が期待される。 

理学療法士は国家資格であるが、日本理学療法士協会が生涯学習制度として認定・専門理学療法士制度を設け

ている。今後、学会連合が会員団体および日本理学療法士協会と協力して、認定制度を再構築することも検討課題

https://www.jspt.or.jp/jsptf/
https://www.jspt.or.jp/
https://www.jspt.or.jp/publiccomment/
https://www.jspt.or.jp/jsptf/wakatekenkyu/
https://www.jspt.or.jp/jsptf/wakatekenkyu/
https://www.jspt.or.jp/jsptf/gakujutushi_kisorigakuryouhougaku/index.html
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としている。さらに、現在は日本理学療法士協会との連携のもと運営を進めているが、今後は、連携を維持しなが

らも組織的な強化を図ってゆくことが重要であると認識している。また、日本生理学会や日本臨床神経生理学会

などはトレーニングコースの設置やガイドラインの作成などを行っており、基礎学会は学会連合以外のこうした

他学会と連携しながら認定制度を構築していくことも検討しているという。 
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1.5 日本魚類学会（Ichthyological Society of Japan） 

日本魚類学会は魚類学の進歩と普及を図ることを目的とした学会であり、1968年に設立され、2017年より一般

社団法人になった。会員数は団体会員を含めおよそ1300名で、大学等の研究者や学生をはじめ、自然保護NPOや

行政関係者、海外の研究者や一般市民などによって構成されている。研究者のバックグラウンドは水産学や理学、

総合科学などであるが、社会科学系の研究者も見られる。 

日本魚類学会自然保護委員会は2001年より活動を行っており、当初はブラックバスなどの外来種問題が議題の

中心であったが、西表島や水辺の自然保護や各地の埋め立て問題など、提案書や意見書を多く提出するようにな

った。また、自治体から依頼を受けて意見を具申することもあった。委員会ではそのための基礎データや情報を中

心になって収集している。地域における魚類の問題に気づいた時は、自然保護委員会で取り上げて議論し、幹事会

での報告、代議員会の総意を経て魚類学会名で要望書を提出している。より緊急性の高い場合には学会名でなく

自然保護委員会の名前で要望書を出す。代議員会よりも理事会のほうが権限があるため、急ぐ時には理事会名で

要望を出し、追って代議員会の合意を取るという場合もある。 

2004 年の公開シンポジウムを契機に魚類学会において魚類の放流ガイドラインの策定が必要であるとの合意が

自然保護委員会でなされ、委員会内に設置されたワーキンググループにて原案を作成、2005 年に「生物多様性の

保全をめざした魚類の放流ガイドライン」が学会の承認を得て公開された。このガイドラインは一般市民や行政

に向けた指針であり、学校などで地域の環境に適した集団ではないメダカを放流する事業などに注意を与えるも

のであった。また、釣り団体や釣り師が運ぶ外来種や人工改良品種の放流も意識したガイドラインとなっている。 

ABS（Access and Benefit-Sharing）対策チームは、生物多様性条約および名古屋議定書に関連する魚類生物資源へ

のアクセスと利益配分のあり方について、情報発信や各研究機関での対応状況を確認しながら学会としての取組

を進めるため、2015 年に設立された。医薬品や実験動物として用いられる遺伝資源を合意なしに他国から収奪し

てはいけないため、魚類生物資源の移転に関しては複雑な手続きがあり、ABS 対策チームでは学会員に向けた啓

発とともに、研究者に対して手続きの指針を与えている。 

日本魚類学会ではアカデミズムを追究すると同時に、その内容を一般に還元することも責務として意識してい

る。このため、年会では中学生・高校生研究発表会を設けて中高生の発表を促し、毎年 10件ほどのうち、優れた

発表を表彰している。生徒は会員である必要はない。高校の先生が学会員であることも多く、毎年発表を行う高校

もある。 

日本魚類学会若手の会は学会公認の任意組織であり、2019 年から活動を行っている。魚類学が産業と結びつい

ておらず就職の間口が狭いことから、アカデミックポジションに関する情報やノウハウの共有に関心が高い。学

会では全体で次世代の育成に取り組んでおり、若手研究者を雑誌の編集委員に抜擢したり、年会の企画運営をイ

ベント会社ではなく若手の会に依頼したりしている。また、年会では学会員から寄付された書籍類のオークショ

ンを実施することが通例となっており、この売上により学生や若手研究者の旅費等を支えている。 

学会誌は和文誌の『魚類学雑誌』と英文誌の Ichthyological Research (IR)を発行しているが、ターゲットが異なる。

英文誌のアクセプト率は 30%程度ととても厳しく、国際発信により学会のレベルを高めようという意図がある。

米国の魚類両性爬虫類学会誌と並んで国際的な魚類英文誌として認められており、お互いに地域のステータスを

作って魚類学分野ではブランド化されている。リジェクト率が高いにもかかわらず発行を維持できているので、

インパクトファクターは問題視していないという。一方の和文誌は国内向けであり、アクセプト率は 80%である。

単に論文発表だけではなく会員通信、調査報告などを通じて学会情報のみならず一般向けの情報を掲載しており、

研究者にとどまらず幅広い読者を想定している。論文は二重投稿が最大の課題となっており、インターネットを

活用して編集員と査読者によるダブルチェックで防止する体制を整えている。 

標準和名検討委員会では、魚類の標準和名のなかに差別用語が入っている場合に対応している。たとえば「メク

https://www.fish-isj.jp/
https://www.fish-isj.jp/iin/nature/index.html
https://www.fish-isj.jp/iin/nature/guideline/2005.html
https://www.fish-isj.jp/iin/nature/guideline/2005.html
https://www.fish-isj.jp/iin/abs/index.html
https://young-fish-isj.wixsite.com/index
https://www.fish-isj.jp/publication/
https://www.fish-isj.jp/publication/research.html
https://www.fish-isj.jp/iin/standname/index.html
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ラウナギ」については2000年に公開シンポジウム「和名を考える—差別的名称をどうするか」を開催して議論を

行い、最終的に 2007年に綱・目・科とも「ヌタウナギ」に改名された。このほか、「セッパリサギ」や「イザリウ

オ」なども標準和名を変えて差別用語を取り除いた。この過程では実際に障害者の方も招いて意見を伺っている。

この結果、学会として過剰に反応しすぎであるからむしろそのままにしてほしいという要望をいただいたことも

ある。また、標準和名とは認められないまま水族館や博物館などの社会教育施設で使用されたり、魚類の専門書に

掲載されたりする事例が見られたことから、2011 年には「魚類の新標準和名候補名の公表前流布行為の抑制に関

する提言」を表し、学会の会員・非会員に関わらず魚類の候補名の公表前の流布行為を厳に慎むよう諫めている。 

2003 年に策定された「研究材料として魚類を使用する際のガイドライン」では、魚類の採取・使用にかかる生

物多様性の保全および動物福祉を尊重するための行為を促している。日本魚類学会ではまだ実現していないが、

たとえば Journal of Fish Biologyでは生きた魚を直接ホルマリンに入れることは許されず、麻酔薬を用いたり氷冷し

たりした後にホルマリンに入れることを求め、その処理を明記していない投稿は受理されない。 

1960 年代頃より日本の魚類学講座のほとんどは水産学部・学科に置かれて発展してきており、日本魚類学会も

1932 年に設立された日本水産学会の下部組織として活動してきた部分がある。そのため、魚類学会として独立し

てからはアカデミズムに特化し、産業界との関連性を一切持たない。どちらかというと一般市民を意識した学会

といえる。魚類学会が産業から遠ざかったぶん、古文書魚類学など文化的に広がった分野もある。たとえばシーボ

ルトが持ち帰った古い標本をシーボルトの日本動物誌と照らし合わせながら社会学的、歴史学的に検証するとい

う研究もあり、その土地の文化や差別を含む社会的背景がどのように変遷してきたかを追うことができる。 

 

  

https://www.fish-isj.jp/event/sympohist/sympo_2000.html
https://www.fish-isj.jp/iin/standname/teigen/index.html
https://www.fish-isj.jp/iin/standname/teigen/index.html
https://www.fish-isj.jp/iin/nature/guideline/2003.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10958649/homepage/forauthors.html#ethical
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1.6 日本熱電学会（Thermoelectrics Society of Japan） 

日本熱電学会は熱電工学、熱電科学、および熱電技術の発展と普及を図り社会の発展に寄与することを目的と

する。1993年に熱電変換国際会議が日本で初めて開催されたことを機に 1994年に熱電変換研究会が発足したのが

起こりである。当時、熱電に興味を持っている研究者などが複数の学会に分散しており、各学会で関連セッション

を設けていたが情報交換が難しいため、一堂に会するニーズが高まり、研究会が立ち上がった。2004 年に任意団

体として日本熱電学会が設立され、2012年に一般社団法人となった。 

研究会の時代は 100 名程度であったが、学会創設時には 250 名、現在は 500 名ほどの規模にまで会員が増えて

いる。学会員は約７割が大学・高専や国研の研究者で、残りは企業関係者である。21名の理事のうち女性は 2名、

全会員に対しても学生会員に対しても女性は５％にとどまる。また、留学生は特に多いというわけではない。 

理工学系学会としての規模は小さいが、全員が同じ関心を持っており、アットホームで仲が良いことが特長で

ある。学術講演会は年に１回、もともとは１日開催だったが現在は 3日間に及び、発表件数も増えた。大きな学会

と異なり自分の興味ある話ばかりなので、会員たちはみな楽しんでいる。対象が一つの物質に偏らないのが熱電

材料の特徴であり、それぞれが多様な材料を研究しているので熾烈な競争にならない。情報交換をするほうが得

ということになり、学会を通じて共同研究が生まれた例もあるという。 

学会には熱電に特化した小規模な企業も入っており、大学や国研で行われている基礎研究の情報を得られるこ

とが魅力となっている。プライムコア委員会が企業との接点になっており、年２～3回の会合では、企業どうしの

情報交換や企業が知りたいこと、企業が欲しがる情報についても議論を行っている。委員長は企業の所属であり、

現在は学会の副会長も兼ねているため、企業からの要望は理事会にも上げられている。今後は会長もプライムコ

ア委員会に出席して、もう少し企業との交流を深めたいという意向がある。委員長が企業出身者であるため、プラ

イムコア委員会が中心となって、熱電発電アイデアコンテストやゼーベック効果発見 200 周年記念動画コンテス

トなども開催されてきた。熱電を広く知ってもらうため、主に学生をターゲットにしてイベントが開催された。コ

ンテストには学会から賞金も出した。 

日本金属学会と共同刊行している英文誌Materials Transactionsとの関連で、「学術誌における不正行為対応規程」

を定めている。以前は国際学会のプロシーディングスは学術論文と別の扱いで、プロシーディングスに発表した

後、その内容を洗練させてジャーナルに投稿することが一般的であった。しかし状況が徐々に変化し、こうした行

為は二重投稿とみなされるようになったため、熱電学会でも規程を設けるようになった。和文学術誌『日本熱電学

会誌』では、修士論文を手直ししたものを投稿してもらうことを推奨している。修士卒業までに英文の投稿論文を

仕上げるハードルは高いが、和文論文であればハードルは下がる。これは学生会員に対する研究教育的な側面が

ある。和文誌に掲載されたものを後に英文に直してMaterials Transactionsに投稿することも学会で奨励しており、

投稿数も増えている。 

国際交流委員会の委員長が国際熱電学会の委員も務めており、第 41 回熱電変換国際会議（ICT2022）の開催を

学会でも支援していたが、コロナのために３年先に開催延期となった。熱電分野では学術コミュニティにおける

日本の立場はかなり大きく、欧州、米国、日本はそれぞれ対等と考えられる。最近はアジアの中で中国が伸びてき

ている。 

学会事務局は以前、大学の研究室に置かれていたが、4 年ほど前に大阪に開設し、週 3～4 日勤務する専属事務

員も雇用した。このために会費も引き上げたが、もともと高額ではないため、さほど反対はなかったという。 

熱電分野は小規模に分散した廃熱からの発電や IoT のセンサー電源などに活用できるため、今後の伸長が期待

される。学会では学術と応用それぞれのロードマップを作成している。今後は学会として間口を広げて有機熱電

発電や基礎的なスピンゼーベック分野などの関係者も取り込んでいければ良いと考えているが、無理する必要は

なく、また、広げ方も特に決めていないという。他学会との合同シンポジウムなども今後は考えられる。  

https://www.thermoelectrics.jp/
https://www.thermoelectrics.jp/TEGcontest.html
https://sites.google.com/view/ideacontest2022/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
https://sites.google.com/view/ideacontest2022/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
https://www.thermoelectrics.jp/paper.html
https://www.thermoelectrics.jp/zata/constitution/misconduct.pdf
https://ict2022.jp/
https://www.thermoelectrics.jp/roadmap.html
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1.7 日本医療情報学会（Japan Association for Medical Informatics） 

日本医療情報学会は医療情報に関心を持つすべての研究者および実務担当者の学術交流の場として1983年に設

立された。前身は 1980年に東京で第３回世界医療情報学会が開催されたのを期に設立された「MEDINFO研究会」

である。設立以来、国際医療情報学連盟（IMIA）に加盟する唯一の日本の学会として、国際的にも主導的役割を

果たしている。 

現在の会員数は3,700名ほどで、医師のみならず、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、情報処理

技術者、医療情報技師等の多様な職種から構成されている。企業関係者はかなり多く、理事にも 3名が割り当てら

れている。会員の年齢構成は高くなりつつあるが、これは医師の研修期間が延びて医療者の年齢が高くなってい

ることと社会全体の高齢化が影響しているものと思われる。 

会員の性別は、女性が2割弱で、男性が圧倒的に多い。しかし、看護師はほぼ女性に偏っている。看護師は看護

だけの大会を実施している。例えば、三点認証1を行うのはほぼ看護師に限られ、その問題点を把握しているのは

看護の現場であり、そこからクリニカルクエスチョンが上がってきて研究開発につながるため、医療情報分野で

は、看護師は病院情報システムのユーザー・研究者・開発者として最も重要な存在である。 

日本医療情報学会では、2016 年に倫理綱領を制定している。医療情報分野では医療に関する倫理指針に準拠し

ていない研究が問題になるとともに、利益相反（COI）の問題に非常に時間を要することがある。学会誌への投稿

に際して、すでに公開されているデータのみを用いる場合や、「人を対象とする医学系研究」でない場合など、倫

理審査を求めない例外がいくつかあるが、医療 IT周辺分野は会員の所属機関の倫理委員会や臨床研究審査委員会

の基準のばらつきが大きいので、日本医療情報学会では「投稿に関わる倫理審査受審ガイドライン」を2018年に

制定し、学会としての考え方を示している。 

また、日本医療情報学会では、基礎研究編とシステム開発研究編に分けて「論文・詳細抄録の書き方」を取りま

とめている。これは、電子情報通信学会のスキームを参照しつつ医療情報分野に合わせ、また基礎研究やシステム

開発研究の作法に従うように作成したものである。システム開発研究編については、実務で取り扱っている新し

い情報システムの開発・導入などをアカデミアのアウトプットとして対外的に発信できる仕組みを作る必要性か

ら作成された。 

さらに、日本医療情報学会では、「医療情報学的課題と日本医療情報学会としての役割」と題した「活動方針」

を2016年度に打ち出した。ここでは、「医療情報学のスコープ・専門性・人材」、「蓄積される医療情報と臨床疫学

研究」、「法的・社会的課題と保健医療情報基盤」、「最新 ICT 技術の活用による、先端医療・精密医療の実現に向

けた革新的次世代医療情報システムの実現」という 4つの分野について、全 22テーマにわたり今後の学会の方針

を掲げている。 

厚生労働省から医療情報に携わる人材育成を促されている一方、実際に情報セキュリティインシデントも発生

していることから、どのようなスキルセットを備えた人材をどのように配置すればよいかを考えるため、2015 年

に「医療機関における情報システムの運用・管理に携わる人材に関する実態調査報告書」を作成している。医療情

報技術者の育成については、医療情報技師育成部会において医療情報技師の能力検定試験を実施し、医療情報技

師や上級医療情報技師の資格認定を行っているが、医療情報システム管理専門職を国家資格制度に沿ったものに

すべく学会で議論している。 

日本医療情報学会では、大規模な学術集会を年に 2回開催している。秋季大会（医療情報学連合大会）では成果

 

1 医療行為において、医療過誤防止のために、対象者（患者）、実施者（医師・看護師）、対象物（薬剤、輸液等）の三点を実施前

に確認すること。 

https://www.jami.jp/
https://imia-medinfo.org/wp/
https://www.jami.jp/about/documents/CodeofEthics160513.pdf
https://www.jami.jp/document/doc/tokorinriGuideLine.pdf
https://www.jami.jp/document/doc/WriteAbstracts-Basic.pdf
https://www.jami.jp/document/doc/WriteAbstracts-System.pdf
https://www.jami.jp/about/policy_rivise.pdf
https://www.jami.jp/medicalFields/Documents/reporthumres_2015.pdf
https://www.jami.jp/jadite/new/index.html
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発表が中心で、春季大会（日本医療情報学会シンポジウム）は学術的な議論を目的としている。春季大会では、発

表の詳細抄録（論文）は非公開にしているが、これは、学術大会での発表後に論文を公表する際の二重投稿のリス

クを避けようとする配慮からである。 

日本医療情報学会では、『医療情報学』という和文誌を発行しているが、IF が付いていないため、同分野では

IMIAが発行する国際誌等に投稿されることが多い。和文誌の今後のあり方については、学会内の担当者が議論を

進めており、現在は論文誌か機関誌かの区別をせずに発行している。  

 

  

https://www.jami.jp/document/


 

13 

 

1.8 日本災害復興学会（Japan Society for Disaster Recovery and Revitalization） 

日本災害復興学会は、災害復興学に関わる研究者や災害復興の実践者、メディア関係者らでつくる学会である。

座して研究するのではなく、被災からの再生に取り組む人たちと手を結び、被災現場からのメッセージを全国に、

次世代に伝え、やさしい社会を創りだすために力を尽くしていくことを目指している。2007 年度に関西学院大学

災害復興制度研究所を中心に有志が発起人となり準備会が発足、2008 年に最初の学会大会が開催され、学会活動

を開始した。 

会員は安全工学・システム工学研究者ばかりでなく、人文・社会科学系研究者のほか、阪神・淡路大震災のとき

のボランティア、弁護士、看護師、街づくり、建築や消防などの実務者なども含まれ、アカデミックから実践に至

るまで幅広い。大学研究者とそれ以外は半々くらいの割合であり、男女比や年齢構成比に極端な偏りはないとみ

られる。学会員からの呼びかけや業界内での紹介、多様な学部からの参加もあって会員数は比較的安定している

が、学生や若手研究者にとって論文の出版機会があることや、実務者にとっては学会発表により社会的評価を得

られることなどが背景となっているようである。 

学会には様々な立場の人がいるため、学会として社会に向けて統一的な提言を出すことは難しいが、東日本大

震災のときなど、会長声明という形で出すことはあるとされる。一方、2016 年 5 月に関西学院大学災害復興制度

研究所と日本災害復興学会復興法制度研究会が「平成28年熊本地震に関する共同提言」を取りまとめて発災から

１か月後に発表し、記者会見も行った。外部発信は基本的に学会誌『復興』や学会広報を通じた活動報告が主で、

ほかにはホームページに「復興の問い直し」というコラムを掲載している。 

学会費の支出内容であるが、学会事務については災害復興制度研究所の事務職員が事務を担当しているので、

費用負担が軽減されている。また、学会誌の発行も紙媒体を廃止したこともあって、学会の維持にかかる費用は削

減されている箇所もある。学術推進委員会では年間に最大５件、各 20万円程度の研究活動助成を行っており、そ

の他、大きな災害が起きた場合には調査や支援活動の資金を別途拠出することもできるという。現在はコロナ禍

のために予算が執行できていないセクションもある。 

学会大会では実践報告が半分以上を占め、アカデミックな発表よりも多い。１日目は実践系が中心で２日目は

論文や紀要などアカデミックな発表も可能である。大会前日はエクスカーションで被災地を巡り、２日目の午後

は公開シンポジウムを開催するというのが一般的な構成である。毎年、学会の開催地を選定することに苦労して

おり、被災地にゆかりがある、災害から 10周年などの節目に当たる、空間的なキャパシティがあって学会を受け

入れるだけの先生やスタッフがいることなどを考慮して決定される。年々、被災地は増えてきており、災害が起こ

るとその地域の大学や高等機関からボランティアが輩出されるので、その集まりを念頭に開催したりするという。

コロナ禍では、学会のエクスカーションはZoom で開催した。現地に入った人がカメラを回してZoom で配信し、

臨場感を出すことを工夫した。2022 年度大会は京都で久しぶりにリアル開催し、多くの会員が集まったが、懇親

会を開けなかったため学会後の幅広い交流ができなかったことが残念だという。学会で直接会ったことがきっか

けで復興を実践しているところに研究者が話をしに行ったり、講演をしたりする機会が生まれるためである。 

復興支援委員会に任命された委員は自らのコネクションや学会員からの依頼をもとに活動し、学会では委員会

は予算内で自由に活動してもらうことになっており、その予算で被災地での車座トークや、復興に向けた合意形

成や意思決定支援を行っている。車座トークとは、ある被災地において、その地域に入っている学会員が主体とな

って地域関係者を呼んで、ざっくばらんに今後の地域の復興のあり方について話し合うものである。また、他の被

災地の団体を招いてアドバイスをもらうこともある。 

学会では『日本災害復興学会論文集』という学術誌を発行しており、自然科学系のフォーマットを踏襲している

ので、投稿規程などはどちらかというと自然科学系に寄っているそうである。投稿規程は二重投稿の禁止にも言

及しているが、編集委員会において最も議論になっている。業界によって事情がそれぞれ異なるため、会員にどこ

https://f-gakkai.net/
https://www.kwansei.ac.jp/fukkou
https://www.kwansei.ac.jp/fukkou
https://f-gakkai.net/statement/
https://f-gakkai.net/news/715/
https://f-gakkai.net/category/fukkou/
https://f-gakkai.net/category/lessons-and-learned/
https://f-gakkai.net/wp-content/uploads/2022/01/kenkyukai_application_guideline_2022.pdf
https://f-gakkai.net/convention-archive/2774/
https://f-gakkai.net/category/research/
https://f-gakkai.net/wp-content/uploads/2023/01/2023_ronbun-toukoukitei.pdf.pdf
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までの倫理を求めるのか、統一的な見解を出すことが難しい。また、被災者や地域への研究成果のフィードバック

についてはそれぞれの研究者や実践家の倫理に任せざるをえず、学会としてそこまでの倫理規定は設けていない。

被災者をフィールドワークの発表の場に招き、適切に話を聞くことのできるスキルやコネクションを持った会員

が取りまとめることもある。ただし、必ずしも公平に話を聞けているわけではなく、偏った受け取り方をしている

場合もあるので、そのような研究については査読論文（『論文集』）ではなく学会誌（『復興』）のほうに掲載を促す

こともある。多少の偏りについては、特に修正は求めていない。査読論文では実践系の研究論文がリジェクトされ

ることはしばしばある。アカデミックな要求を満たしクオリティを維持するためにふさわしい査読者を選んでい

るが、業界に合った査読者を探すことは大変であり、何度も同じ人に頼んだり、やむをえず異なる領域の人にお願

いしたりすることがある。基本的には学会員でアカデミックな人から選んでいる。 

阪神・淡路大震災や新潟地震のころから、様々な災害の関係者が参加してきているため、実践家のネットワーク

は確実に広がっているが、アカデミックな研究環境はそれほど広がっていないという課題がある。防災に特化し

たテニュアのポストが少なく、任期付き研究者が大半となっている。 

日本災害復興学会は実践系であるが、アカデミック系の地域安全学会や、実践系とアカデミック系の間の日本

災害情報学会とも連携している。会員の顔ぶれはさほど変わらず査読者も重複しているので、統合したほうがよ

いという話が出ることもある。 

 

  

https://isss.jp.net/
http://www.jasdis.gr.jp/
http://www.jasdis.gr.jp/
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1.9 日本時間学会（Japanese Society of Time Studies） 

日本時間学会は、時間学という新たな学問領域の確立を目的とし、文系と理系、基礎理論と応用理論の枠を取り

払った融合的な研究を目指している。もともと 2000年に山口大学の広中平祐学長が時間という観点から研究者間

の交流を図り、新たな学際領域を創造するとともに、その成果の社会的な還元を行う目的で学内に時間学研究所

を設立した。その後、2009年度に学会を立ち上げ、学外の研究者も含めて時間学を発展させていくこととなった。

時間について領域横断的に研究するには研究所のみでは人員的にも不足することが見込まれたため、発展の足掛

かりとなるよう学会を立ち上げたのではないかといわれている。もともと時間生物学が研究所の核であったが、

生物学や社会学分野を中心に研究所員の個人的なつながりで会員を増やしていった。現在は一般会員が 160 名ほ

どで、企業・団体会員は3団体である。 

学会の男女比は圧倒的に男性が多く、理事も女性が一人のみである。文理は会員全体では偏っていないが、高齢

化が進んでおり若手がいないことが問題となっている。学生会員制度を設けて会費を安くしたが、大学院生など

の若手研究者が入会し、継続して学会にコミットする形にはあまりなっていない。若手会員は 30名ほどいるもの

の、常に入れ替わっている状態である。 

学会の大会では、初日は理系、２日目は文系と発表を分けており、両者を混ぜた議論はしていない。ただ、時間

はどこの分野でも扱われているテーマなので、聞くだけでも他分野での時間の捉え方がわかったりすることはメ

リットといえる。対面であれば報告以外の機会でコミュニケーションを図ることができるが、最近の学会はオン

ライン開催なので、よりお互いに交流しづらくなっている。 

学会誌『時間学研究』は2011年に創刊号が刊行されたが、2016～17年ごろ、会員勧誘の目的で論文をオープン

化したほうがよいのではという話が理事会で出たため、引用度を上げたり論文そのものの存在を知ってもらうた

め、JSTに依頼して公開するようにした。和文誌であることから、時間生物学分野の会員はいるものの理系研究者

の投稿は少なく、文系に偏ってしまっている。学会誌に英文原稿を受け付けるという話も検討しているが、現状で

は厳しいとされる。学会誌の編集委員は時間学研究所と学外の研究者が務めている。査読者は分野が近しい研究

所のメンバーが担当した人や、執筆者が推挙した人に依頼している。査読者については会員に限らず、分野が近い

人を選ぼうとしている。 

学会事務局は時間学研究所が担当しているが、オフィスは狭く、大学院生もいないため、人手がギリギリであ

る。 

海外には国際時間学会（ISST）があり、1966年に米国人作家 J・T・フレイザーや物理学者の渡辺慧などの研究

者によって設立された。日本では2022年に国際学会を開催する予定もあったが、コロナのため1年延期となった。 

2019年、日本時間学会は「日本におけるDST導入への反対声明」を表明した。理事の構成は文系と理系が半々

程度であるため、理事の間で文面を回し、各分野の知見を得ながら作成した。 

 

  

http://timestudies.net/
http://www.rits.yamaguchi-u.ac.jp/
http://www.rits.yamaguchi-u.ac.jp/
http://timestudies.net/?page_id=28
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/timestudies/-char/ja/
https://studyoftime.org/
http://timestudies.net/?page_id=1005
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1.10 日本再生医療学会（Japanese Society for Regenerative Medicine） 

日本再生医療学会は2001年、再生医療の進歩、発展及び育成を図ると共に人類の健康増進と福祉の向上に寄与

することを目的に設立された。前身となる細胞療法研究会は 1992年に発足しているが、当時は特に自家細胞治療

の研究を進めていた。その後、2003年にヒトES細胞、2007年にヒト iPS細胞の作製が成功すると学会は拡大し、

2012年の一般社団法人化を経て、2018年には日本医学会に加盟した。個人会員は正会員・学生会員を含めて 6,000

名ほど、団体会員は準会員も含めて 50団体を超える。設立当初は大学研究者が中心だったが、次第に企業の会員

が増えてきている。 

理事や代議員は基礎や臨床、その他（工学、ELSI、医療経済学など）の会員数の比例配分で決められている。現

在は企業に携わる 2名の研究者が理事会に入っている。事務局体制としてはフルタイムの職員が 13名おり、年次

総会の開催と機関誌の刊行に加えて、再生医療ナショナルコンソーシアム事業を実施している。同コンソーシア

ムは2016年度より日本医療開発機構（AMED）が進めている実用化促進のための基盤整備事業であり、①治験を

含む臨床研究の実施支援、②再生医療教育とレギュラトリーサイエンスの推進、③再生医療レジストリの発展と

データ集積を柱とする。2021年度からは取組を拡大し、学会もこれに応じて臨床研究支援、人材育成、産学連携、

患者・市民参画、国際連携、適正性評価という 6つのモジュールを設け、それぞれに人員を配置している。 

学会には20の委員会があり、活動は多様である。メンバーはそれぞれ 5～10名で、開催頻度が高い委員会で月

1回、少ないところでは年１回程度である。委員会の立ち上げは理事会で決められ、委員会での議論は理事会に報

告される。委員会では学会の方向性やマネジメントについて闊達な議論が行われている。産業推進委員会や行政

等対応委員会など、産業界や行政との連携も進めている。再生医療の安全性確保については厚労省だけで解決で

きない問題があり、学会が協力して情報提供を行っている。なかには政策提言という形をとるものもある。従来は

常務理事が直接行政との窓口として対応していたが、受け皿としての組織が会議体としてあったほうがよいとい

う議論になり、2021年に行政等対応委員会が立ち上げられたという経緯がある。 

理事選挙の結果、女性の理事が少なかったことを受けて、現状を是正するためにダイバーシティ委員会が 2021

年に立ち上がり、総会でキャリアパス支援に関するシンポジウムを開催するなど、ダイバーシティに関する取組

を進めている。また、委員会の影響で総会のシンポジウムで女性のシンポジストの割合が増えるなどの効果も出

ており、企画者としてもダイバーシティを考えなければいけないという意識が醸成されつつある。 

理事の年齢構成を見ると、次の理事候補にあたる年齢層が空いており、理事会で若手育成の必要性が議論にな

った。このため 3 年ほど前、概ね 45 歳以下の会員を集めた 20 名程度の研究会「チーム U45」が理事会の承認を

得て立ち上がった。委員会ではないソフトな集まりであり、定期的にメンバーが会合を開催し、シンポジウムの企

画や、若手研究者が International Society for Stem Cell Research（ISSCR）など海外の学会で発表するための渡航助成

（The TreeFrog Young Investigators Travel Grant）を2021年から運用したりしている。この助成では、研究者は事前

に発表演題を申請に添付してもらい、審査が通ったら、海外発表後に報告を機関誌に掲載している。 

総会では「中高生のためのセッション」を設けており、アウトリーチの目的で一般講演や公開シンポジウムを実

施している。多いときでは 200 名ほどが参加する大規模なプログラムである。このプログラムには将来の研究者

を増やしたいという思いがあり、参加者を増やすための仕掛けとしては各総会を開催する地域の都道府県の教育

委員会を通じてスーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）に声がけを行ったり、以前に参加したことのある高

校・中学を勧誘したりしている。また、学会の患者・市民参画（PPI）の活動として、中・高生向けのイベント「ヒ

トの『生命』つくっていいですか。」などを開催している。活動に造詣の深い理事がおり、重要性を理解する他の

理事も多いことから実現しているという。 

再生医療学会の入会者に対しては、2014 年に採択された「再生医療人の行動基準」がある。この目的は、自ら

の研究や業務の基軸となる再生医療人の使命ならびに守るべき価値を提示すること、そして社会の人々による理

https://www.jsrm.jp/
https://www.jsrm.jp/nc/
https://www.jsrm.jp/whoweare/diversity/
https://www.jsrm.jp/whoweare/diversity/
https://www.jsrm.jp/news/news-8039/
https://www.jsrm.jp/nc/ppi/report/
https://www.jsrm.jp/nc/ppi/report/
https://www.jsrm.jp/membership/coc/
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解や信頼を得て活動するための支援や環境を整備することである。ただし、基準が時代に合わなくなってきてい

る部分もあるため、2024年を目途に更新を進めている。 

機関誌は、以前は通常の学会誌と商業誌のハイブリッドであったが、2021 年 4 月より純粋な学術誌となり、基

礎研究と臨床研究の両方を取り上げている。機関誌は『再生医療』という和文誌と、Regenerative Therapyという英

文誌がある。和文誌は総説や紹介記事など読み物が中心で、産業界の人でもなじみやすい雑誌となっている。ステ

ータスが高く、編集委員会でテーマを議論し、シニアな学術研究者などに依頼する原稿が全体の8～9割を占める。

一方の英文誌はオープンアクセスだが原著論文のみで、会員以外の投稿も受け付けており、再生医療に関わる基

礎や臨床、産業開発などが中心だが、法規制やELSIといった人社系の内容も掲載される学際的なジャーナルであ

る。特に人社系研究者にとってはステータスの高いジャーナルとなっている。 

総会は社会への情報発信を意識しており、学会としてコアなテーマを出して、半分以上は指定演題が占める。再

生医療学会の特徴は症例報告のセッションがまだほとんどないことで、各セッションが特定分野の各論に入ると

いうよりは、多様な議論ができるように意図的に構成し、全体を通して参加することで参加者が俯瞰的な視点を

持てるように工夫している。 

 

  

https://www.jsrm.jp/activity/journals/#a01
https://www.sciencedirect.com/journal/regenerative-therapy
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1.11 地域活性学会（Japan Association of Regional Development and Vitalization） 

地域活性学会は、地域活性化を担う専門的な人材の育成（教育）、地域活性化の理論と方法の学際的な探究 （研

究）、地域活性化に関する研究成果の地域への還元 （地域貢献・政策提言）、地域活性化に関する国内外の研究ネ

ットワークの構築 （国内連携・国際交流）を柱として活動する学会である。2000年代に政府が地域振興に努める

なかで、地域課題に取り組む人々とサポートする地元や政府の行政グループを研究者が大学という場で有機的結

合を図り、三者が一体となって地域の再生に取り組む方向性が検討された。これにより 2006年、大学において「地

域再生システム論」の講義がスタートし、地域活性学会はこの「地域再生システム論」開講大学を中心に2008年

に創設された。このため設立当初から学会員に実務家が多く含まれ、現在でも社会人大学院生を含め半数を占め

る。現在の会員数は 1,150名ほどで、団体会員は 10団体である。 

学会員の構成として、副会長に女性がおり、事務局担当の理事を若手の女性研究者が務めているが、理事会は 2

割未満で、学会全体としても 2～3割程度とみられる。ただし、学会発表をする女性会員はとても元気であり、数

字以上に女性の存在が周囲に影響を与えているという。実務家の社会人学生が多いが、学生会員も約 200名で2割

程度を占め、年々学生会員数も増えている。 

学会誌『地域活性研究』では研究論文に学術研究論文と実務研究論文という二つの投稿区分を設けている。以

前、学術的な水準を追求する方針の下で論文査読を行った結果、職業研究者の研究論文が専らとなり、実務的イン

パクトの大きい自治体や民間の実務家による論文が却下されることが多くなった。そこで、1年ほど前に実務研究

論文という区分を設け、実務家が自分の経験をもとにしつつも普遍的に通用するパターンや仕組みについて執筆

すれば査読が通るようになり、論文も年間約 60 本から約 100 本に増え、会員も令和 4 年は 130 名ほど増加した。

この改革に沿って、投稿要領や査読審査ガイドラインを整備したことで実務家の研究の重要性に対する査読者側

の認識も深まったが、執筆者側の実務家に対しても理解や研究あるいは執筆スキルの向上を促すため、「『実務研

究論文』の書き方」を公表するとともに、研究大会でも「地域活性学のための研究論文綴り方教室」（動画、第12

回研究大会）を開催し、那須清吾副会長が講師を務めた。研究論文を学術と実務の 2分野に分け、それぞれの定義

を明確にし、それに基づいて査読基準を明確化できたことは組織として重要な意義があったと考えられている。

なお、学術と実務のどちらの研究論文にも政策的インプリケーションが審査項目に含まれているが、このことは

地域貢献、地域への還元を設立趣意書において謳っている地域活性学会として目指すべき方向を示すものであり、

この姿勢は設立当初から一貫しているとのことである。 

毎年開催する研究大会は、職業研究者と実務家を日程やセッションで分けることはせず、類似の研究テーマの

発表論文を同一セッションにまとめることで混在させている。それによって参加者はたとえば観光振興による地

域活性化、農業６次産業化といったテーマの発表をまとめて聞くことができる。研究者と実務家がお互いの発表

を聞いてディスカッションが行われることで研究者と実践者、行政や自治体との連携が生まれるというパターン

ができているという。また、研究大会において実施しているフィールドワークは、当初は単なるエクスカーション

であったが、多様な学会員が実際に現地に行くと、地域の人々に対していろいろな質問が出るため、それであれば

議論してもらったほうがよいということで、金沢の大会（第13回研究大会）から、地元で解説をする人と参加者

が意見交換をできるような場づくりを仕掛けている。学会の性格上、懇親会も非常に大切にしているが、コロナ禍

のためなかなか開催できず、不完全燃焼で終わってしまうことが多かったという。 

地域活性学に関連する学科は、どの大学にも一つあると言ってもよいほど多く、教員も増えているので、大学と

連携すれば、まだまだ会員数は増加するものとみられる。また、2022 年の第 14 回研究大会では高校生も発表し、

学会活動に対して乗り気な高校があるという発見があったので、自己啓発や大学進学のために、もっと高校生に

研究大会の場を活用してもらうということも考えているという。 

  

https://www.chiiki-kassei.com/pb/cont/outline/592
https://www.chiiki-kassei.com/pb/cont/outline/592
https://www.chiiki-kassei.com/img/files/20220403youryou%20.pdf
https://www.chiiki-kassei.com/img/files/20220401-guideline.pdf
https://www.chiiki-kassei.com/img/files/kakikata2.pdf
https://www.chiiki-kassei.com/img/files/kakikata2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FzWa1LS2Mps
https://www.chiiki-kassei.com/img/files/tuzurikata.pdf
https://www.chiiki-kassei.com/img/files/tuzurikata.pdf
https://www.chiiki-kassei.com/pb/cont/outline/22
https://www.chiiki-kassei.com/pb/cont/taikai/496
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2.  分析 

上述の学協会の事例調査をもとに、事例から共通して浮かび上がった事項や課題を整理して取りまとめるとと

もに、学際的・共創的な研究活動の特性を踏まえた学協会のマッピングを行い、学協会における研究公正のあり方

について議論する。以下では、研究公正に関する一般的な取組を振り返ったうえで、学会誌と年次大会という二つ

の主要な学会活動における取組、その他、構成員の多様性や公平性への配慮についてまとめる。そして、研究公正

の観点から見た学際的・共創的な研究活動の特徴や課題を分析したうえで、より大きな研究ガバナンスに関わる

構造的な課題を考察する。なお、個別の事例では紹介できなかった機微な内容や意見についても、本節では組織や

個人が特定されない形で言及しているものがある。 

 

2.1.1 研究公正に関する取組 

今回調査を行ったほとんどの学会では、基本的な倫理綱領などを定めたり、そのための委員会組織を設置した

りしている。対象とする分野や領域の特性によってより踏み込んだ規程を設けている学会もある。とりわけ特徴

的なのは魚類学会で、研究材料として魚類を使用する際のガイドラインでは、生物多様性の保全や動物福祉の尊

重といった研究の環境的・社会的側面への配慮を進めるとともに、標準和名検討委員会では魚類の標準和名に差

別用語が含まれていないかを検討するなど、魚類学が社会に与える影響の大きさを考慮して、単なる研究不正の

防止にとどまらない幅広い取組を実施している。 

ユニークな倫理綱領を定めている学会などは、当時担当していた理事や倫理委員長に思いを持った方が尽力し

た場合も散見され、属人的で状況依存的なこともある。また、人工知能学会のように何か社会的な議論を招く事態

が発生したときに倫理委員会を設置して対応する場合もある。学会連合体や、より大きな分野の学会がイニシア

ティブを発揮して倫理規程を制定したり、協議会を設けたりすることもある。しかし、必ずしもトップダウンで決

めているわけではなく、日本工学会では加盟する各学会の有志が集まって技術倫理協議会を設立したように、事

務局機能のみを預ける形式も見られる。 

 

2.1.2 学会誌 

学会の発行する査読付き学術誌では論文投稿規程を定めているが、二重投稿の防止が最も大きな課題の一つと

なっている。従来は国際学会の紀要（プロシーディングス）において英文で発表した内容を洗練させて国内学術誌

に和文で投稿し直すことは一般的に見られたが、研究不正に対する近年の認識変化や体制整備により、二重投稿

の禁止に関する規程を新たに設けるようになった学会もある。興味深い取組は、日本医療情報学会が論文や詳細

抄録の書き方について基礎研究編とシステム開発研究編に分けてガイドラインとしてまとめていることである。

また、地域活性化学会も、学会誌の投稿論文の種類に学術研究論文とは別に実務研究論文を設けている。これは、

従来の個別分野における学術研究とは異なり、実践的な研究活動に対しては特別の配慮をしなければアウトプッ

トの学術的な質も担保できず、実務系会員におけるアカデミックな能力も向上しないという理由による。 

また、国内学会における学会誌の大きな課題としては、アカデミックな活動の国際化と、研究評価・研究者評価

におけるインパクトファクター（IF）の重視から、研究者にとって国内学会誌に論文を投稿するインセンティブが

乏しくなってきていることが挙げられる。このため、学会の英文誌では、日本木材学会や日本魚類学会のように

Springerのような国際学術出版社を出版元としたり、日本熱電学会のように材料系学協会と共同刊行したり、ある

いは日本再生医療学会のように学際的な領域をカバーすることで高いインパクトやブランドネームを維持して魅

力を高めているところもある。一方、英文誌と差別化するために和文誌は間口を広げ、学術論文以外に調査報告や

総説、紹介記事、会員通信なども受け付けて実務者や幅広い関心層を読者に想定して社会とのコミュニケーショ
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ンを図っている学会も多い。また、日本熱電学会では修士論文の投稿も奨励するなど、和文誌に教育的な役割を担

わせているところもある。 

なお、日本学術会議協力学術研究団体には「学術研究（論文等）を掲載する機関誌を年１回継続して発行（電子

発行を含む。）していること」という要件があり、協力学術研究団体の指定を受けて学会としてのステータスを維

持するために学会誌を発行しているという学会もある。また、和文誌のあり方を見直していかなければならない

と答えた学会も複数あることから、学会誌を取り巻く現状は依然として厳しいと考えられる。 

 

2.1.3 年次大会 

年次大会は学会誌と並ぶ、学協会の活動の柱である。学際的・共創的な学会の特徴として、年次大会において会

員の多様な関心や専門性に対する一定の工夫や配慮が感じられる。日本時間学会のように文系と理系、日本災害

復興学会のように学術と実践というセッションを一つの大会で日ごとに分けたり、日本医療情報学会のように年 2

回の大会をそれぞれ成果発表と議論の場に分けたりしている例がある。一方で、地域活性学会のようにセッショ

ンにおいて研究者と実務者を混在させ、創発的な議論と相互交流を深める場を意図的に設計しているという例も

ある。 

年次大会に合わせて公開シンポジウムを開催することは、社会に対する研究成果の還元という点で重要な研究

公正活動の一つといえる。さらに、日本災害復興学会や地域活性学会など、大会の開催地を意識して、エクスカー

ションやフィールドワークを実施している学会もあり、会員の相互交流にとどまらず、大会を機に地域の人々と

の交流を深め、実地の観察を通じて会員の理解や関心を高める機会をもたらしている。懇親会も含め、年次大会に

おいて会員どうしが直接対面して会話することの重要性は大きく、コロナ禍によるリアル開催の中止は、その意

義を改めて認識させる契機となった。 

 

2.1.4 構成員の多様性や公平性への配慮 

学際的・共創的な学会においては、大学研究者のみならず、企業技術者や地域実務者、行政担当者、ジャーナリ

ストやアマチュアの好事家も含めて様々な職業、専門性や経験を持った会員が集まりやすく、そのために学会誌

や年次大会における相応の配慮を見ることができる。前述したような複数の形態の学会誌による幅広い会員層へ

の訴求のほか、年次大会において専門の保育士が常駐する託児所を開設する学協会も最近では増えてきている。

企業会員は個人会員よりも多額の会費を払っていることが多く、そのために企業との関係を重視して積極的に議

論や運営に巻き込んでいるところもある。その場合、企業との利益相反（COI）のあり方については難しく、医療

と ITのように考え方がまったく異なる領域が交錯するような日本医療情報学会では、学会内部で意見の相違がし

ばしば見られるという。また、有名人が入会している学会では、その社会的影響力に鑑みて慎重な接し方を心がけ

なければならず、ある程度の距離を保つことが重要であるとされる。 

ジェンダーに関して、日本木材学会は政府の目標にしたがって 10 年以上にわたって着実に女性会員を増やし、

女子学生の表彰や女子中高生の教育も含めて学会全体として盛り上げていこうとしている。現在のアカデミアに

おける状況を反映して女性会員が少なく、そのための取組もそれほど進んでいない学会が大半であるが、日本再

生医療学会のように、自ら危機感をもってダイバーシティを推進していく動きも徐々に見られるようになった。

また、医療情報学会は研究成果のユーザーが看護師であることから女性会員の割合が比較的多い一方、日本基礎

理学療法学会は基礎研究に進む女性が少ないことから理学療法士全体の割合に比べて男性会員に偏っているとい

うこともあり、実務者も深く関わる学会では単純に対象領域の関係者のジェンダーバランスを反映しているわけ

ではなく、学会の置かれた社会的文脈にも大きく依存していることがわかる。 

https://www.scj.go.jp/ja/group/dantai/index.html
https://www.scj.go.jp/ja/group/dantai/index.html
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多様性という点で学会がより積極的に取り組んでいるのは若手会員のエンパワーメントである。日本基礎理学

療法学会のように若い年齢構成を持つ学会は少なく、多くの学会では若手の会を設置し、比較的自由な活動を認

めながら、年次大会やシンポジウム、夏の学校などで若手会員による積極的な企画の立案や実施を促している事

例が見られる。学会からは研究費や旅費を補助したり、入会の勧誘を行ったりするなど若手会員の支援に熱心で

あるが、学会の存続に欠かせないという理由ばかりでなく、若手は他分野に対する適応力や理解度が高いという

点も挙げられており、学際的・共創的な研究活動を進めるうえでの柔軟性や、新しいことに挑戦しようという革新

性などに期待されていることも窺える。学会によっては、若手会員の活動を学会全体で支援したり、理事への登用

も積極的に図ったりするなど、年齢に関わらず公平な組織運営を目指そうという意欲がみられる。もともと学協

会は所属の大学や研究機関を越えて研究者が交流する場であるが、実務者など多様な所属の関係者や市民が関わ

る学際的・共創的な学会では比較的フラットな横の関係性が実現されており、年功序列のような硬直化が起きに

くい環境でもある。ただし、強い思いを持った有志が集まって結成したような学会では、年月を経るにしたがって

創設者たちと同年代の会員が高齢化してより権限や発信力が強化される一方で、若手の登用や組織運営の世代交

代がうまくいかなくなることも懸念されるため、継続的な体制と関係性の構築に向けて常に注意が必要となる。 

また、日本工学会や日本理学療法学会連合のように個別の学会が会員となっている学会連合体についても各学

会の規模の大小に関わらずフラットな関係を実現できているが、それはこうした連合体がトップダウンの意思決

定組織ではなく、各学会関係者の持ち上がりによる寄り合い所帯であり、調整機能が十分に働いているためとみ

られる。 

 

2.1.5 研究公正の観点から見た学際的・共創的な研究活動の特徴や課題 

研究対象によって研究活動の性質、そして学会のあり方も変わるということは重要である。日本災害復興学会

であれば被災地などの各地域を、日本時間学会では「時間」という概念をめぐる学際的な知識を焦点化している。

このように、研究公正の考え方も従来の学術研究に即したものから、より社会的な公正性を含む形で拡張して捉

えなければならない学会もある。 

学協会の特徴を分析するため、図 1では目指すべき価値に基づいて今回調査した学協会をマッピングしてみた。

学会である以上、学術的価値の増進は第一義に掲げられるが、共創的な研究活動においては技能の向上や市場化、

政策形成など、職場や産業、行政における実務的価値や、幅広いステークホルダーや一般市民のニーズや期待に応

える社会的価値を創出することも求められる場合がある。 

実務的価値を重視する学会は、日本再生医療学会や日本医療情報学会、日本熱電学会、日本木材学会など、医

学・工学といった実践的学問領域に関わる学会が代表的である。こうした学会では企業関係者や現場の実務者ら

が学会の役員や構成員として多く携わり、実務的なニーズを反映するために大学研究者との連携・協働を通して

学会としてのあるべき活動を展開している。COI などの法令遵守への対処もさることながら、単一の企業や実務

者コミュニティのみでなく業界や分野全体として追求するべき方向について、理事会や部会・委員会、学会誌や年

次大会、公開シンポジウムや研究助成など、様々なチャネルを通じて密接に関係者間でコミュニケーションを取

っていることが多い。また、それが議論の密室化や不透明性を避け、開かれた公正な研究活動の実現につながって

いるとみられる。 

社会的価値を重視する学会としては、日本魚類学会や日本災害復興学会などを挙げることができる。魚や災害

という人々にとって身近な研究対象であり、また、食や暮らしなどを通じて自分たちの生活に関わるステークホ

ルダーとなりうるからである。一方で、再生医療など、新しい研究・技術が社会的な耳目を惹きやすい学会も、社

会にとってのあるべき研究や学会の姿について継続的に検討していかなければならないと考えられる。そのため、

独自の声明やガイドラインの発出、アウトリーチや科学コミュニケーション、地域住民との話し合いを含む多様
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なパブリックイベントの実施、一般読者も意識した学会誌の発行など、社会に対する迅速かつ柔軟な応答を心が

けた活動が多い。 

出所）EY独自作成 

図 1 目指すべき価値に基づく学協会のマッピング 

 

日本時間学会や日本基礎理学療法学会のような学会は学術的価値のみを重視しているというわけではなく、あ

くまでも社会の諸活動に照らして学会の目的や機能を意識的に限定していると考えられる。また、学際的な活動

を実践することで学術研究やアカデミアのあり方そのものを問い直しているともいえる。日本時間学会は「時間」

という概念について文系・理系の枠を超え、さらには単一の大学では研究推進が困難であることを認識して新た

なコミュニティを創り上げている。日本基礎理学療法学会も実務に携わる医療従事者を中心としながら、基礎研

究に特化した組織を立ち上げることで、異分野との交錯を図りつつ、より独立した活動を目指している。ゆえに、

これらの学会は単に与えられた既存の法規制やガイドラインを遵守して学術研究に勤しんでいるわけではなく、

様々なステークホルダーや社会との軋轢のなかで学術コミュニティとしての矜持を保つために、自ら新たな内部

規範を形成している。すなわち、再帰的に学際研究としての公正性に取り組んでいると見ることができる。 

日本熱電学会は理工学系では比較的小規模な学会で、熱電という一つのテーマの下に会員が集っているため、

学術講演会では期間を通して参加する会員が多く、楽しんでいるという。一方で、規模の大きい学会のほうが学際

的な議論ができるという意見もあり、学際的・共創的な研究活動にとって適正なコミュニティの規模とはどうあ

るべきかという論点を喚起している。一つの考え方としては、もともとの出発点が既存の学問分野の隙間にあっ

て隣接分野を架橋するようなニッチな学会では、実際の研究活動においては隣接分野も包摂した大規模な学会連

合体の場のほうが対話や議論が図りやすい。一方で、熱電などの研究対象や、災害復興や地域活性化といった社会

的な目的が明確で具体的な学会では、その対象や目的にしたがって多様な研究者や実践家、関係者などが集うた

め、小規模でも密な関係性が構築できる。これは医学や工学といった伝統的な分野からサブディシプリンとして

派生したのか、あるいは問題関心を共有する同志の任意団体から発展したのかといった経緯によっても異なり、

それぞれの文脈に応じた適正な規模があると見るべきである。 
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学会によっては行政との関係も深いところもある。だが、産業界とは異なり、企業が会員となる形で組織運営に

関与するという形態ではなく、あくまでも組織の外部者として連携を図っていくことになる。たとえば日本工学

アカデミーが立ち上げた政策共創推進委員会は政策実務者などを招いて交流を行う場であるが、日本木材学会や

日本魚類学会、日本再生医療学会のように研究対象に関連する省庁に向けた提言や情報提供、意見交換を実施し

ているところもある。企業との関係では仲間意識が高まることによる利益相反が問題となりうるが、行政との関

係では対立や断絶に陥ることなく、より良い社会の実現に向けていかに意識を共有していくかがポイントとなる。

行政は人事ローテーションが頻繁であるため、同一組織から誰か担当者を出してもらうという組織としての継続

性と、学会活動が好きで関わっているような個人に対しては所属が変わっても関わってもらうという、二面的な

アプローチが有効であるとされる。換言すれば、組織として企業とは近づきすぎず、行政とはやや近づくような、

それぞれのアクターに対して適切な距離をとることが、共創的な学会における公正な研究活動のあり方といえる。

また、共創的な学会においてはメディアや幅広い社会への対応が求められやすい。社会実装に対する期待が過熱

しているような学会では、報道の仕方も含めて過熱を冷ますような活動もしなければならず、ジャーナリストと

の交流会や、学会の会員向けに報道機関への対応を指南する企画を立てている学会もある。 

学会に実務者が関わることによって、研究者自身の意識を変えていくことの重要性も指摘されている。伝統的

な分野研究と異なる領域のため、どのように実務者や現場と関わるべきかについて、学会員である研究者が十分

に気づいていない場合がある。そのようなとき、実務者に対して学術的な指導を行うという体裁で、実際には研究

者に対する意識啓発や理解増進を図っているという。これは研究者のプライドを損ねない形で、認識や態度の自

己変容を促すという意味で重要な取組であると考えられる。 

 

2.1.6 構造的な課題 

研究者の高齢化、所属する大学等におけるポストの減少、学問の国際化に伴う国内学会の立場の低下などによ

り、日本における学協会では、学生や若手研究者を惹きつけ、いかに持続可能な体制を構築するかが喫緊の共通課

題となっている2。短期的な対策としては、冊子体の電子化や事務活動の円滑化・合理化による経費削減が挙げら

れている。より抜本的、そして長期的なあり方として、国内外の類似学会との共同や連携、あるいは学会連合体の

傘下の一組織として持続していくことを真剣に検討している学会もある。また、将来の学問や学会を支えるため、

年次大会に中学生・高校生のためのセッションを設けている学会もしばしば見られ、単なるアウトリーチや科学

コミュニケーションを越えた長期的な視野で取り組んでいることが学協会という組織ならではの特徴と考えられ

る。 

  

 

2 なお、2007年と2019年の『学会名鑑』を定量的に比較分析した研究によれば、全体としては、過去10年余りの間に会員数が減

少した学会が多いものの、大規模学会や設立年が新しい学会、そして臨床医学を中心とする医学系学会においては、むしろ個人会員

数が増加していたという。埴淵知哉, 川口慎介（2020）「日本における学術研究団体（学会）の現状」『E-journal GEO』15(1), 137-155. 
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3.  研究室等 

3.1 香坂玲研究室（東京大学農学生命科学研究科 森林科学専攻） 

香坂玲研究室では、自然資源の管理について、 農林産品と場所の関係に着眼して制度・政策を研究している。

風土・生物文化多様性と地域の営み・文化の関係を考えながら、地理的表示の保護、認定・遺産への登録、生態系

サービスへの支払い（PES）、森林環境税、ブルーカーボン、地域の生物多様性指標と戦略を分析し、実践を通し

た社会への還元も目指している。香坂氏は自然資源マネジメント、森林科学、地理的表示、風土論を専門とし、東

京大学や英国・ドイツで学び、国際連合環境計画（UNEP）生物多様性条約事務局勤務の後、名古屋市立大学、金

沢大学、東北大学、名古屋大学での教員を経て 2022年から東京大学教授を務めている。 

香坂氏が金沢大学在籍時、日本政策投資銀行（DBJ）と共同で「食に関する外国人客と飲食店とのギャップ調査」

を実施し、2013 年に報告書を公開している。DBJ との協働においては、北陸支店の企画調整課と組んで加賀野菜

などに関する調査を実施した。毎年 3年生3～4名が研究室に入ってくるとき、学生の卒論のテーマとして取り上

げ、4人1組ぐらいのグループを作ってアンケートを行った。道を行く人や野菜を出しているお店、生産者などに

お話を聞くことが、学生にとって勉強する機会となっている。3年時に社会との接点を持たせ、接する際の作法や

メールでのやりとり、先方と共有したほうが良いものとそうでないものなどについて考えてもらった。グループ

に中心となる学生がいないとなかなか厳しく、修士課程学生も少し手伝うようにしていた。地域にはピンポイン

トでお世話になっていたが、倫理的に問題となることはあまりなく、同様の取組を数年続けさせてもらったとい

う。研究室として調査のためのデータを取り、意思決定プロセスは伴走するが、今後どういった観光政策を取るべ

きかといった結論に対しては責任を取ることはできない。このため、意思決定支援のために言いたいことと調査

結果から言えることをすり合わせていく。そのプロセスを学生たちが見ることで学ぶことができる。なお、DBJの

北陸支店にはセミナーに出てもらったりなど、今でもつながりがある。世界農業遺産を知ってもらおうというプ

ロジェクトがあり、事務局を石川県庁が務めていて、そこで講義をしており、現在でも研究室との付き合いがあ

る。 

学際的・共創的な研究実践として、香坂氏は、JST/RISTEX「科学技術イノベーション政策のための科学」研究

開発プログラム「農林業生産と環境保全を両立する政策の推進に向けた合意形成手法の開発と実践」プロジェク

トの研究代表者も務める。研究室において最も尊重していることは、実証で入る現場に対してどういったスパン

でどういうデータを取らせてもらうかを明確にし、それをできるだけ現場に戻していくことだという。論文とし

て発表できていない段階でも、それまでの結果をまとめて報告とお礼に行くこともある。たとえば、2022 年 8 月

に三重県松坂市飯高・飯南地区を訪問し、市長や森林組合、地域協議会に調査研究の進捗を報告している。結果は

ポンチ絵も使いながら示し、アンケート結果は住民の方々に見せて問題ないものの、これから論文発表する部分

もあるため、お手元限りでという注意書きを記して配布した。 

地域や土地利用の未来像について議論を深めるために、松阪市飯高町の地域協議会の役員や、農林業従事者を

中心に、フューチャーデザイン・ワークショップを実施した。フューチャーデザイン・ワークショップとは、「将

来世代」になりきった参加者がグループワークによって創造的に将来の社会や組織の姿を描き出す作業のことで

ある。同地域では、他人やその所有物に対してものを言っていくことが難しいということがわかったため、長いタ

イムスパンを設定し、テーマは「2050 年の幸せな世界」とした。法律や研究などの面から専門家が関連する情報

をフィードバックしていく形を取った。調査を通じて定住者、移住者の間でのコミュニケーションのしにくさな

どが明らかとなった。 

また、プロジェクトでは対面で 100名の方に、調査のイメージを分かりやすく示すための動画視聴や、グループ

での話合いを含めて２時間程度の時間がかかる多世代アンケートを実施した。対象者を募集するのは簡単ではな

く、まずボランティアを募り、地域の構造や多様な意見を考慮する形で若い人を呼び込み、調査対象を確保した。

https://kohsaka-lab.jp/
https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/hokuriku_1303_03.pdf
https://www.jst.go.jp/ristex/stipolicy/project/project40.html
http://www.souken.kochi-tech.ac.jp/seido/practice/workshop/about.html
http://www.souken.kochi-tech.ac.jp/seido/practice/workshop/about.html
http://www.souken.kochi-tech.ac.jp/seido/practice/workshop/about.html
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地域の協力を得た状態で調査ができ、地域の人が納得する形でアンケートを行い、それが結果として地域により

伝わるものとなり有意義だったとされる。プロジェクトチームには質的・量的分析にそれぞれ強い研究者が入っ

ていたため、対象者数が確保できれば定量的に、難しくても混合研究法でというように、何らかの形で成果は地域

に出せると考えていたそうである。この調査では、一年近くかけて行政や各協議会の主要メンバー、森林組合の

方々など、地域のニーズを一つ一つ探りながら、未来像の選択肢を特定、多世代アンケートの調査ツールを作成し

た。 

中日新聞の松阪市版にプロジェクトに関する記事を連載した。記事はオンラインで見ることもでき、地元の方々

へのアウトリーチともなっている。このきっかけはイベント告知をお願いするべく中日新聞の松阪支局を訪ねて

担当者と知り合ったことである。メールのやり取りをしているうちに寄稿してもらえないかという話になり、プ

ロジェクトメンバーなどで、持ち回りで連載をしてもらうことになった。プロジェクトの成果報告というよりも

研究者の立場から地域で役に立つ情報を提供する目的で連載を活用し、また、連載によって成果を発信すること

に対する周囲の理解も増えた。連載はいわば所信表明で、プロジェクトに対して各メンバーのオーナーシップを

高める効果もあると考えられる。 

  

https://www.chunichi.co.jp/article/470590
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3.2 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門（高井研部門長） 

海洋研究開発機構（JAMSTEC）超先鋭研究開発部門では、海洋空間に関する将来を見据えた挑戦的・独創的な

研究技術開発に取り組んでいる。これにより科学的・技術的な知的基盤の構築を実現するとともに、国民への科

学・技術への興味と関心を喚起し我が国の科学技術政策の推進に大きく貢献する。また、機構における研究開発の

基礎を支え、異なる分野の連携を促進し、課題解決を加速することを目的としている。高井氏は京都大学大学院農

学研究科水産学専攻博士課程修了。日本学術振興会特別研究員、科学技術振興事業団科学技術特別研究員などを

経て、2009年より JAMSTECに所属している。専門は宇宙生物学、地球生物学である。 

もともと JAMSTEC では内部でおよそ 3 割の研究者は自由に研究できるほうがよいという発想があり、超先鋭

研究開発部門は成果も出しているので継続できているという。JAMSTECでは狭い船の中で何日も研究者たちが一

緒に共同生活することがある。このときに全然知らない分野の研究者の研究に触れることができ、研究を含めた

話す時間も多くある。ことさら研究合宿などをする必要もなく、船中で協働の精神が生まれることが、JAMSTEC

の組織文化といえるかもしれない。機構内にはテクニシャンも多く働いており、研究者とフラットに接すること

ができる環境が実現している。 

部門ではサイエンスとは何かという精神を説いている。研究公正については、自由なサイエンスという大義と、

研究に関わる諸事情とのバランスをいかに取るかというところが重要であり、これを考えるためには《研究者と

して》だけではなく、《一父親／一母親として》もあるだろうし、バランス配分は人それぞれであるが、大義を 100％

捨てることは許されないという。 

スケーリーフット（ウロコフネタマガイ）は2001年に発見された鱗を持つ奇妙な姿形をした巻貝であるが、20

年にわたってファンがいる。この「ナゾさ」の謎や面白さを伝えつつ論文も書き続け、謎→提示→解明という流れ

で仕事をしている。国の研究所にいる以上、自分の好きなことをやることは違うと考えており、そうではなく、社

会の人々の趣味を代弁しているというスタイルである。もっと良いのは自分が好きでやっていることをみんなの

趣味にしてしまうことである。分野ごとの違いはあるだろうが、結局サイエンスはどれだけ人を幸せにしたか、と

いう点では同じであるという。人々の心を掴み、生物をアウトリーチすることが研究者の役目であり、一般の人が

マーケットを作る。例えば、スケーリーフットに関しては、その存在や生態や形態のアウトリーチを通じて、興味

を持った人々の創作意欲を掻き立ててきており、結果として数千を超える作品や商品の制作や販売に至っている。

科学的成果をキャラクターやコンテンツとして発信し、マーケット形成にまで至らしめた特筆すべき例である。 

研究においてグレーな部分を攻めることは必要であるとされる。たとえば沖合 1km の海底からボウリングコア

で土壌を採取したと言っても、たかだか1cm2のサンプルであり、すぐ隣の地面ではまったく異なるかもしれない。

それはそういうものだと理解してもらうことも大事であるとともに、これが研究公正として問題があるわけでも

ない。 

部門の対外イベントなどでは、必ず事前・事後でのアンケートを取り、「面白かった」などではなく、どんな意

識に変わったかを意図的に尋ね、こうした結果も研究成果として利用している。学際的・共創的研究は言うなれば

夜の街のコミュニケーション能力だという。社会の上流階層ばかりではなく、世の中のいろんな人にサイエンス

を伝えること、教育やマネジメント、科学コミュニケーションには自分の生きてきたすべてが使えるという。マネ

ジメントにはヘテロジニアスな経験が大事であり、米国ではその風潮を作っている。 

  

https://www.jamstec.go.jp/xstar/j/
https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/column-20200408/
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3.3 厳網林研究室（慶應義塾大学環境情報学部） 

厳網林研究室では、地理情報科学を専門に都市、地域、グローバルにおける環境、開発、発展を研究している。

近年では、気候変動緩和・適応、災害リスク低減を目的に国内・国外の低炭素都市、環境共生、レジリエンス、都

市化と食料・エネルギー・水のネクサスに関する教育と研究プロジェクトを進めている。厳氏は中国出身で 1986

年から 1992 年にかけて東京大学で修士・博士号を取得し、以後日本の大学の研究職として 2007 年より現職の教

授を務めている。 

現在の研究の軸やベースとしてあるのは地理情報・空間情報の活用と、都市や地域の持続可能な発展であり、そ

のためにデータ収集や管理、分析を行っている。データとしては以下の３種類ほどがあげられる。①自分で取得す

るもの。リビングラボなどでの共創活動を通して集めることが多い。②企業の保有データ。スマホによる人流デー

タや企業の顧客データなどがある。③政府や自治体が公開または申請ベースで利用できたオープンデータ。たと

えば、国交省ではPLATEAU（プラトー）という3D都市モデルのオープンデータのプラットフォームを持ってい

る。東大でも空間情報科学研究センター（CSIS）がかなりデータを集めている。データ公開ポリシーについては、

まず大学のポリシーに従う。企業との共同研究プロジェクトでは厳しくプロジェクトごとに機密保持契約書と誓

約書を作っている。 

研究者が直接データプラットフォームを構築し、公開運用することはあまり考えられないという。もともと著

作権を持っているものは少ない。オープンデータもそれぞれの研究目的に合わせて加工されている。また同じ仕

様とペースで更新できることも約束できない。結局公開される論文に掲載されたものに限ることになるのではな

いかという見解が示された。デジタルデータが共有されれば便利な側面は多く、ジャーナルによってはデータペ

ーパーとして発表することも推奨されている。オリジナルの空間データの標準化に関しては Open Geospatial 

Consortium（OGC）が存在するが、最近の活動についてあまり詳しく追跡しておらず、今後の活躍を期待したいと

いう。 

学際的、超領域的研究プロジェクトを多く運営されている厳氏だが、マネジメントに気をつけることが多いと

いう。いわく、研究者は基本的に好きなことをやっており、そうした多様な関心をつないでプロジェクトの目的に

揃えるか、プロジェクトのなかでも横と縦のマネジメントに気をつけている。研究も先端的な技術を目指すもの

もあれば、社会的な価値を目指して末端のサービスとつながっているものもある。短期的な成果を追求しがちな

企業に対し、課題地域や領域を拠点として使わせていただきながら共通の目的を模索し、トピックの設定や進め

方に至るまで、多様なステークホルダーに参加してもらうことは、研究のためになるとともに、それぞれの方にも

フィードバックがある。そのような研究となるように意識しているとのことである。 

厳氏が最近主宰していたベルモント・フォーラム国際共同研究プロジェクト「デザイン先導型都市の水・食料・

エネルギー管理のイノベーション」（M-NEX）では、もともと住んでいた地域であり、また、卒業生が企業等で関

わっていたという縁があったため、プロジェクト立ち上げの時の場の作り方やプレーヤーの巻き込みを含めてう

まくいったと考えているとのことであった。先端的な学術研究をすることと、現場での問題解決に取り組むこと

を、どう結びつけるかは多くの場合難しいが、意識の高い企業や地域に恵まれたため、うまくいったとのことであ

る。また、このプロジェクトでのリビングラボの実施について、関わったステークホルダーが外の動きにもいつも

関心を持っていたため、研究者と双方向に交流した結果、互いに刺激になることが多くあったことがよかったと

のことであった。 

JSTの戦略的環境リーダー育成拠点（2010～14）に採択されたときは、人材育成という目的もあって研究室では

助手2名を採用した。また、別の研究事業では特任研究員を採用したこともある。そうした人材が該当のプロジェ

クトに適応し研究業績をあげるまでには少なくとも 2 年ほどのタイムラグがあるという。一方、大抵のプロジェ

クトはすぐに成果を求めたり、終了時の成果で評価される。時期的に仕方がないかもしれないが、より長い目と多

https://ecogislab.sfc.keio.ac.jp/
https://www.mlit.go.jp/plateau/
https://www.csis.u-tokyo.ac.jp/
https://www.ogc.org/
https://www.ogc.org/
http://m-nex.net/ja/about/
http://m-nex.net/ja/about/
https://www.jst.go.jp/shincho/socialsystem/program/shakai-sk/040015.html
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様な尺度から研究のパフォーマンスが評価されるといいのではないかとのことだった。  
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3.4 永井由佳里研究室（北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 創造社会デザイン領域） 

永井由佳里研究室では、デザインにおける創造的思考過程の研究、デザイン意味論、デザイン表現論、視覚伝達

デザイン論、認知科学（認知モデリング・認知心理学）などを専門とし、デザインやさまざまな領域での創造的な

過程について研究することを目的にする。永井氏は武蔵野美術大学修士（造形学）、千葉大学博士（学術）、シドニ

ー工科大学Ph.D.を経て2004年に北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）知識科学研究科に着任。現在、JAISTデ

ザイン創造研究ユニット・リーダー、2013年ライフスタイルデザイン研究センター長を兼務し、2014年から知識

科学研究科長を務める。専門は知識科学、デザイン学、認知科学、特に創造性。研究室では准教授・助教、大学院

生を含めて外国人研究者の割合が多く、多様な専門性を持った人材が集まっている。研究室のモットーは「すべて

の研究は人を幸せにするためにある」。 

学生はインディアナ大学の研究公正教材や、独立行政法人日本学術振興会を基に作成された eL CoRE、もしく

は公正研究推進協会（APRIN）の eラーニングプログラムなどの研究公正プログラムを受講している。また、博士

論文研究においてオンライン質問紙調査の実施を計画しているような場合は、研究計画書は JAIST のライフサイ

エンス委員会に諮っている。また、10ほどある学内研修のうちの一つは倫理的な研究実践を扱っている。 

異分野の研究者と意思疎通し規範を形成していくのかについて、研究室にはガイドラインのような標準的なや

り方は決定していない。研究者としての常識に照らして人として付き合い、議論を重ね、アドホックに対処してい

く過程を重視している。デザイン研究の分野ではユーザーエクスペリエンス（UX）デザインや、ユーザー参加型

デザインなどあり、ステークホルダーに配慮したデザインがなされている。これは人間中心設計やデザイン思考

に基づくものであり、ダイバーシティに対応している。他の学問分野は研究者が単独で進める研究が多いかもし

れないが、デザイン研究はコミュニティメンバーと協働することもしばしばあり、一段階前に倫理的側面に気を

つけることがある。日本の学生が英語論文を執筆する際に意図せず他者の発言を記載してしまうこともあり、そ

れが盗用をみなされる可能性もあるので、研究を進める手順書（プロトコル）は必要で、常に見直して改訂してく

ことが必要だという。たとえば研究ミーティングの議事録作成など、記録に残しておけば後々に何が起きたかに

ついての記憶を呼び戻すこともできる。 

永井研では 2 種類のミーティングを設けている。一つは学生たち自身が主体となり運営するミーティングで、

教授陣はアドバイスという形で加わることもあるが、基本的には先輩の学生が後輩にコメントするなど学生どう

しでのカジュアルな雰囲気での集まりである。何か倫理的な課題などがありそうだと感じた場合は、ミーティン

グ後に当人に伝えたりすることもある。もう一つはプロジェクトミーティングで、テューターの役割として、発表

者に対してより真剣にコメントを返している。 

国際的なメンバーで学際的・共創的研究を進めるうえでは、分野間に加えて言語間の越境という二重の困難が

あるとされる。研究に必要なデータを提供する企業などからの信頼を得るには、かなりの年数が必要だが、それで

も解決しない場合がある。 

ステークホルダーと協働するにはすでに信頼を得ている人物を一人プロジェクトに巻き込み、その人をコンタ

クトパーソンとすることがよく、プロジェクト開始前にこうした分担をプロトコルとして決めているという。た

だし、ある程度の規模のプロジェクトでなければ難しいとされる。また、学際研究において意思疎通を良好にする

にはシニアが入らずに若手どうしでやり取りする形が良いと考えられる。 

 

  

https://research.iu.edu/training/required/index.html
https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx
https://edu.aprin.or.jp/
https://www.jaist.ac.jp/about/disclosure/corporation/human.html
https://www.jaist.ac.jp/about/disclosure/corporation/human.html
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3.5 千葉商科大学（原科幸彦学長） 

千葉商科大学は地域に貢献する教育研究拠点をめざし、実学教育を通じて、時代に適応する倫理観の高い民・官

の人材を多数輩出している社会科学の総合大学である。教員は 550名、学生は6,400名を超える。昭和の教育家と

言われる文学博士、遠藤隆吉の掲げる建学の精神と理念に則り、「学術、質実、人倫」の三教育を通じ、物事を客

観的に捉えた総合的な視点から、「実学」を重んじた教育方針を採っている。 

千葉商科大学では学長が掲げる基本戦略の下、2017 年 3 月に 4 つの学長プロジェクトを立ち上げ、教育及び研

究・社会貢献を推進している。教育については「大局的見地に立ち、時代の変化を捉え、社会の諸課題を解決する、

高い倫理観を備えた指導者」を指す「治道家」を育成するため、高い倫理観や幅広い教養、専門的な知識・技能を

身につける実学を通した学びを実践していくこと、研究・社会貢献については、地域を志向した持続可能な社会づ

くりへ全学で対応している。研究成果は大学の丸の内サテライトキャンパスで一般に公開している。なお、同キャ

ンパスのCUC公開講座は2013年から始まっており、毎年 10回ほど開催している。 

一つめの「会計学の新展開」は会計のDX化を目指してプロジェクトを進めている。プロジェクトには学生も参

加しており、会計教育的な側面もある。千葉商科大学では、全国大学対抗簿記大会で 9連覇するなど、会計学の基

礎から応用・実践まで確立した学生が多く、ITビジネスを始める学生も見られるようになった。 

二つめの「CSRと普及啓発」は商業道徳、経営倫理に関するプロジェクトである。SDGsのキーワード「誰一人

取り残さない」は新渡戸稲造の武士道精神で言うところの「仁」に相当し、真っ当な企業経営につながる。企業経

営ではCSR（Corporate Social Responsibility）と言われている考え方を、大学に適用するためUSR（University Social 

Responsibility）という言葉を用いている。 

三つめの「安全・安心な都市・地域づくり(Resilience)」は地域貢献である。大学キャンパスの立地する国府台地

区はもともと陸軍の基地で、高台にあり地盤も良く、自然災害に強い場所である。原田嘉中・前理事長のときにあ

った関係を復活させ、千葉商科大学と和洋女子大学、東京医科歯科大学（教養部）の 3大学をはじめ、国府台地区

の高校や中学校、小学校など 9 つの教育機関と国立の国府台病院の計 10 機関で 2017 年に、国府台コンソーシア

ムを創った。翌 2018年には上記３大学と、昭和学院短期大学、東京経営短期大学の計5大学で大学コンソーシア

ム市川を設立した。さらに、大学コンソーシアム市川は市川市、商工会議所と産官学連携のプラットフォームを創

った。国府台コンソーシアムの活動の目的は3つあり、①防災：キャンパスは高台にあり避難場所でもあるので、

防災教育を大学のみでなく地域全体で展開している。また、自然エネルギー100％を実現しているので、災害時に

は最小限のエネルギー自給もできる。②歴史と文化：自然条件が良いので、縄文遺跡もあり、奈良・平安時代の古

墳もある。そうした成り立ちを知ること。そして、③地域の活性化である。 

四つめの「環境・エネルギー(Sustainability)」は大学の使用エネルギーを自然エネルギー100％にする取組である。

原科学長の専門分野で、教授時代の 2013年から徐々に6年程度かけて進めてきている。千葉商科大学はこの活動

で内外の多数の受賞をしてきたが、7つ目の賞として、2022年には国連環境計画（UNEP）が協賛する国際グリー

ンガウン賞を受賞した。2030 Climate Action部門の初代受賞者となった。これは全世界の大学を対象とした賞であ

り、特筆すべき成果である。この取組はもともと東日本大震災時に原科学長の前職であった東京工業大学で学長

と共に計画停電対策を検討した際、同大では 3％程度しか自然エネルギーで賄えないことがわかったことから、理

工系で電力使用量の多い大学では当面難しいとの認識から出発している。千葉商科大学は 2013年に、旧野球部グ

ラウンドに大学単体では日本一の規模のメガソーラーを設置。大学の消費電力量の 6 割を賄えることがわかった

ため、消費電力量が理工系よりもずっと少ない文科系の大学では可能ではと、自然エネルギー100%を目標に掲げ

たという。また、他大学にも広めて行くという当初の目的達成のため、2022 年に自然エネルギー大学リーグを立

ち上げた、和洋女子大学や東京医科歯科大学をはじめ、今では 19 大学が参加する広がりとなっている。例えば、

最近では慶應義塾大学も加盟し、まずは湘南藤沢キャンパス（SFC）で取り組んでいる。 

https://www.cuc.ac.jp/
https://www.cuc.ac.jp/about_cuc/activity/project/index.html
https://www.cuc.ac.jp/access/satellite/index.html
https://www.cuc.ac.jp/event/2022/koza_project.html
https://www.cuc.ac.jp/om_project/pj01/index.html
https://www.cuc.ac.jp/om_project/pj02/index.html
https://www.cuc.ac.jp/om_project/pj03/index.html
https://www.cuc.ac.jp/om_project/pj04/index.html
https://www.cuc.ac.jp/news/2022/mstsps000002nph0.html
https://www.cuc.ac.jp/news/2022/mstsps000002nph0.html
https://www.re-u-league.org/
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学長プロジェクトには学生も関わっているが、学生にはきちんとした目標を持たせることと、モチベーション

を高めるように気をつけているという。また、学生は卒業してしまうので毎年のように人が入れ替わってしまう

難しさもあるが、学生団体SONE（Student Organization for Natural Energy：自然エネルギー達成学生機構）が自然エ

ネルギー100％大学の活動を継続している。また、他にもソーラーシェアリングを用いてキャンパス内でブドウを

栽培しワインを製造する CUC100 ワイン・プロジェクトというグループや、学内でフェアトレードを促進するエ

シカル学生クラブなど、学生主体の活動団体も多い。また、学生ばかりではなく、教員も学部横断で参加し、さら

には職員も参加しているのが学長プロジェクトの特長である。必要に応じて外部の専門家の参加も求めるという

オープンな体制である。さらに、学長プロジェクトを進めることで各教員が大学の建学理念に常に立ち返ること

ができ、理念を共有しやすくなったとされる。学内ではこのほか、CUC×SDGs まるわかりプロジェクトも実施し

ている。 

倫理については全学の基盤教育機構でまず基礎的な教育を行っている。基盤教育の講義科目は、倫理を含め建

学の精神など基礎的なことを学ぶものと、共通教育（教養）、専門、そしてコミュニケーションの 4つに大きく分

けられる。学部 1年生は共通科目 20単位と専門科目2科目であり、まずはしっかり教養を身につけてもらってか

ら、2年以降に専門科目を取ってもらう。このほか、もともと行っているアクティブラーニングの一環としてSDGs

を取り入れることもあれば、特別講義や、単位にならない自主的な活動もある。こうした取組が体系化され知識と

して確立されれば、講義に取り入れていくということである。 

学内の研究所の一つに経済研究所がある。その下に中小企業研究・支援機構があり、中小企業診断士を輩出して

いる。もう一つは会計教育研究所。2023 年 4 月には創立者の理念を伝える遠藤隆吉研究所、そしてサステナビリ

ティ研究所の設立が予定されている。同時に、各研究所を統括する総合研究センターを設置し、学内で共創的プロ

ジェクトをこれまで以上に積極的に立ち上げるつもりであり、また、海外との連携もさらに展開していく。 

大学では学内研究助成のほか、地域への貢献として地域志向活動助成金制度を設置し、地域を志向した教育研

究・社会貢献に資する活動を支援している。本制度は学内外の研究者や学生、一般社会人を問わず、一定の条件の

下に誰でも申請できることが特徴である。さらに大学ではキッズビジネスタウンなど、キッザニアの先駆けのよ

うな取組も従来から行っており、地域貢献や教育につながっている。 

 

 

  

https://sone.cuc.ac.jp/
https://www.cuc.ac.jp/about_cuc/activity/cucwine/index.html
https://pando.life/cucethical_student
https://pando.life/cucethical_student
https://www.cuc.ac.jp/news/2021/mstsps000002fdys.html
https://www.cuc.ac.jp/dpt_grad_sch/kibankamoku/index.html
https://www.cuc.ac.jp/keiken/
https://www.cuc.ac.jp/iaer/
https://www.cuc.ac.jp/social_contribution/kenkyujosei/index.html
https://kbt.cuc.ac.jp/
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3.6 京都大学生存圏研究所 生存圏未来開拓研究センター（桒島修一郎センター長） 

京都大学生存圏研究所は、人類社会の持続と地球環境の保全の両立を目指した「生存圏科学」の拠点形成のため

の研究所である。2004 年に木質科学研究所と宙空電波科学研究センターを統合し発足、その後、共同利用・共同

研究拠点（共共拠点）に指定されている。研究所は共同研究を進めるための資金を組織内で再配分する、いわばフ

ァンディングエージェンシーとしての役割を持っている。 

研究所の改組に伴い、2022 年 4 月、生存圏科学のさらなる可能性を探究する研究組織として生存圏未来開拓研

究センターが設置された。センターでは共共拠点における学際性や萌芽性を活かした新分野開拓を行うとともに

拠点の運営体制を効率化することを目指している。センター内の研究ユニットは恒常的なものとはせず、3年毎を

目途に活動の見直しを行い、中核研究部との人事交流を図りながら、新たなユニットの創設を推進するという。そ

のため、変化の激しい社会情勢の中で、広範な基礎的知見を提供しうる学際研究機能と実効的な社会連携機能の

二つを重視している。 

 

3.7 京都大学学際融合教育研究推進センター（宮野公樹センター専任教員） 

京都大学学際融合教育研究推進センターは、研究者が専門を越えて研鑽できる学問本来の土壌作りを目的とし、

学際的研究、学際的活動を企画・実施する組織である。学際センターは、複数の学問領域を横断するプロジェクト

を推進すべくその実施体制を整備し、これらのプロジェクトに相互につながりを見い出し、ネットワークを形成

する。異分野連携・融合による学際領域の開拓を通じて、京都大学の基本理念の一つである基礎研究と応用研究、

文科系と理科系の研究の多様な発展と統合の実現を目指している。2011年に設立され、現在の構成員は大学理事・

副学長を兼任する時任宣博センター長と、センター専任教員の宮野公樹准教授のほか、事務局３名である。 

センターにおける特徴的な活動の一つに「京大100人論文」がある。これは、学内の研究者に声をかけ、京都大

学らしい先端的な研究テーマや、これから研究になるかもしれない芽を 100 近く掲示する展示企画である。研究

者を含む参加者は掲示に対して無記名で意見を投稿。分野を越えた本音の意見交換を行い、対話・研鑽の機会とな

る。本企画は京都大学だけでなく、他大にも拡がりつつある。また、センター設立 5年目の 2015年、これまでの

実践と背景にある思想を開設した単行本『異分野融合、実践と思想のあいだ』を刊行。ユニット制度から分野横断

交流会、学際研究着想コンテストなどを網羅し、学問に限らず異なるジャンルの人々が対話を生み出すメソッド

がまとめられている。さらに 2021年、分類や専門で区切ることができない多様なテーマ・問いから学問に挑む対

話型学術誌『といとうとい』Vol.0 を試験的に発行。投稿先がないとされていた学際研究を育む場、プラットフォ

ームの構築を意図し、分野・キャリアを問わず投稿を募集し掲載した。加えて、執筆者と編集委員との対話も掲載

することで研鑽の場となることも意図する。 

研究者サーベイによると「学際は分野間の距離で定めるものではない」という回答が大多数である。こうした意

見などを受けて検討したところ、学際研究について単一の大学内部で閉じるという発想自体を見直す必要に気が

つき、宮野氏は全国あらゆる大学において学際の名を冠した大学内組織を探し、140 の大学から 50 の組織に絞っ

て訪問したという。学際研究に関心があって携わっている研究者らのネットワーク化に挑戦していきたいという

ことである。 

  

https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/
https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/center_futurepioneeringresearch/
https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/center_futurepioneeringresearch/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/project/kyoto-u-100-papers/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/project/book-of-ibunya/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/project/toitoutoi/
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3.8 熊倉純子研究室（東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻） 

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻では、アートマネジメント、キュレーション、

リサーチの 3 つの研究領域を交差・横断しつつ、芸術と社会の関係にアプローチしている。2016 年に本専攻創設

と同時に開設された修士課程に続き、2018年4月より博士課程を設置している。 

「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」（通称「音まち」）は、2012 年度の足立区制 80 周年記念事業をきっ

かけとして、足立区にアートを通じた新たなコミュニケーション（縁）を生み出すことをめざす市民参加型のアー

トプロジェクトである。足立区千住地域を中心に、市民とアーティストが協働して、「音」をテーマとした多様な

プログラムをまちなかで展開している。熊倉研究室ではこのアートプロジェクトの発足から現在の運営にまで中

心的に関わっている。プロジェクトは足立区と一緒に進めているが、行政側が他人事としないために 2 週間に 1

回、情報交換の会議を行っている。 

熊倉研究室ではアートプロジェクトに携わることが、学部・修士・博士すべての学生の必修科目となっている。

必修で入った現場とは異なる現場を研究対象とすることも奨励しており、特に学部生には幅広く勧めているとい

う。一方で博士課程学生はほぼ全員がアートプロジェクトに関する研究となっており、現場のエスノグラフィー

が中心的な方法論となる。まずは学生に自由に草稿を書いてもらい、インタビュイーなど関係者の意見も伺い、見

解の齟齬がある場合は議論をしたうえで内容を取りまとめている。卒業論文と修士論文は研究室限りでの閲覧で

あってネット公開は行っていない。提出後にインタビュイーの利害に反さないかどうかについては事前に十分連

絡を取り合って、必要があれば一定期間黒塗りしたり、完全に非公開にしたりすることも検討しているそうであ

る。しかし今のところそのような事例はないという。博士論文はリポジトリで全文公開の可能性があるため、3か

月以上かけて著作権処理とインタビュイーとのやり取りを丁寧に実施するよう指導を徹底している。また、学部・

修士・博士論文すべてに発表会があり、インタビューや参与観察に協力いただいた方々が聴講に来られるため、恥

ずかしい内容とならないように気を払っている。 

アートプロジェクトの現場に関わるまちの方々は無償の非常勤講師であると捉え、ものすごい時間とエネルギ

ーを注いでくださっているため、参与観察時の留意事項として、毎回、何の研究であるかということは伝えている

という。学科では初年度の必修の授業で現場にヒアリングに行かせて、失礼にあたらないよう指導している。議論

になったことはあるが、これまでトラブルになったことはほとんどないそうである。一方、現場の方々も長年携わ

る方々も多いが、新たに関わる方もいるので、市民と学生を新たにつなぐときには「音まち」事務局メンバーが関

わるようにしているという。事務局が現在の 2名体制になったのは 2015年からであるが、プロジェクト単位でス

タッフが出入りしている。街に根づいたプロジェクトであるためには、事務局が学生との間に立ち、いい意味で状

況をかき混ぜ、目配りをし、つなぎ、学生と一緒に考えてくれる役割を果たすことが重要である。 

熊倉研究室には中華圏、カナダ、フランス、韓国など留学生が多く在籍してきた。留学生とは価値観の違いもあ

るので、日本語についてはいちいち文法を直したりしない一方、イベントでは積極的に司会を担当させるなどし

て日本社会に受け入れられているという感触を持ってもらうようにしている。留学生に対しては英語を話せる事

務局スタッフが翻訳や通訳をするために現場に同行したりもしている。足立区では在留外国人比率が高いため、

区内の小学校での包摂を目指すアウトリーチ活動に留学生にも携わってもらい、活躍の場を提供したりもしてい

る。アートプロジェクトの拠点でもある仲町の家は研究室以外にも在留外国人が訪れる場所になってほしいと考

えており、実際に 2022年に実施したイミグレーション・ミュージアム・東京 多国籍美術展「Cultural BYO…ね！」

では、多文化共生などに興味のあるボランティアが参加してくれたり、留学生チームがメインとなってプログラ

ムを考えたりしている。 

博士学生には学会発表や研究科紀要への投稿を奨励している。また、博士号取得には査読論文 1 本を要件にし

ている。修士学生には独自に企画を立て、現場で経験を積みながら修論にまとめることを奨励している。ただし、

http://ga.geidai.ac.jp/
https://aaa-senju.com/
https://aaa-senju.com/p/10011
https://immigration-museum-tokyo.com/
https://aaa-senju.com/p/15113
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プロジェクトの評価は論文のみではないので、まちとの共創や成果の可視化を検討していた際、文化庁「大学にお

ける文化芸術推進事業」の一環で評価の実践に取り組み、ピアレビューの勉強会から始めて、ピアレビュー相手を

探して実施し、ピアレビューの雛形を作って『アートプロジェクトのピアレビュー：対話と支え合いの評価手法』

を 2020 年に出版した。また、アーツカウンシル東京との共同事業のなかで、音まちでアーティストの大巻伸嗣と

行っている「Memorial Rebirth 千住」については社会的インパクト評価も含め、博士修了生が多角的に言語化し、

2022 年に『アートプロジェクトがつむぐ縁のはなし』という冊子にとりまとめて無償配布している。 

 

  

https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/daigaku/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/daigaku/
http://suiyosha.hondana.jp/book/b498016.html
https://aaasenju3.wixsite.com/mrshabonodori
https://tarl.jp/archive/mr_11/
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3.9 東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム（村山洋史リーダー） 

東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チームは、健康寿命（余命）の延伸と健康格差の縮

小に寄与することを目的に、生活機能の自立した高齢者を主な対象として、参加や活動の増進に向けた研究およ

び地域でアクションリサーチを行っている。チームは「社会参加と社会貢献研究」、「ヘルシーエイジングと地域保

健研究」、「大都市高齢者基盤研究」の 3つのテーマグループに分かれ、プロダクティビティの増進とヘルシーエイ

ジングの推進、更には、社会とのつながりの中で抱える課題の解明に寄与する研究を進めている。チームは約 30

名で、7～8名の常勤スタッフとポスドクの非常勤スタッフ 7～8名、残りは博士課程学生や修士課程修了生が半々

程度で構成されている。 

センターの責務としては研究と実践の両面が重視される。研究については論文数や研究費の獲得額などで、実

践については講演会の実施回数や行政の委員会への参画回数、プロジェクトで得られた知見が政策に引用された

かなど、都民や都政への還元を問われる。評価は年に一回、内部や外部の評価委員会があり、評価委員は有識者や

都の職員で構成されている。 

プロジェクトは現場のニーズや困りごとを伺っていくなかで研究テーマを見つけることを重視している。その

際、研究チームはボランティアではないので研究として関わらせてほしいということは明示的に伝えるようにし

ているという。様々な地域から会議に参加してほしいという依頼や相談は常に来ているが、研究につながるのは

ごく一部であるとされる。一般管理費もあるが、遠方への交通費などまとまった額が必要な場合には研究費から

充てている。しかし、相手がある研究のため、研究費が切れても別の研究費でうまく充てるなどの工夫をして乗り

切るなどの対応も必要となるそうである。 

チームで地域に入る際には表に立つ人や裏に回る人など緩やかに役割分担しており、忙しさなどのバランスを

考え、フィールドの特性も見ながら人を充てている。各人には複数の役割を担当できるようにし、最初はみんなで

関わってみてからメインの担当者を決めている。アサインはうまくいかないこともあり、フィールドが研究に直

結しないこともあるので、各人がモチベーションをどう保てるかについて工夫をする必要がある。地域との関係

性が長くなると《なあなあ》になってモチベーションが下がってきて維持することが難しくなるので、研究内容に

も依るが、研究を続けることに意味があるのかどうかは常に精査しているという。 

メンバーの専門性はバラバラであるが、研究や実践としてできることを広げていくためには多様性が重要であ

る。ただし、論文として成果を上げることには困難を感じているそうで、分野が異なると考え方やジャーナル、ま

とめ方、解析方法なども違うので、チームリーダーである村山氏がアドバイスできないこともある。論文の投稿は

ターゲットとする雑誌を定めて、連発で出すことによりインパクトを高める工夫を行っている。オーサーとして

地域の人が入ることはないが、行政関係者はある。また、地域のNPO法人を謝辞で載せることもある。 

 

  

https://www.tmghig.jp/research/team/shakaisanka-chiikihoken/


 

36 

 

3.10 東京外国語大学学際研究共創センター（中山俊秀センター長） 

東京外国語大学学際研究共創センター（TReND）は、専門分野の境界や大学と社会との間の境界を超えた研究

協働と知の創出を支援するための研究支援組織であり、2022年4月から活動している。TReNDセンターでは、複

雑な社会課題の解決や変化の大きい時代の未来像づくりに向け、多様な専門家やセクターが深く共創する関係性

を探究するとともに、共創につながる交流・連携の場づくりに積極的に取り組んでいる。その動機づけとなったの

が、専門性が高い国立大学で進めている研究連携（東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学

からなる四大学連合、及び東京農工大学、電気通信大学との間の西東京三大学連携）における経験である。四大学

連合ではポストコロナ社会を志向した研究、西東京三大学連携ではサステイナブルな社会を目指した技術イノベ

ーションの社会実装研究に関する連携をめざし活動を展開しているが、分野を越えた、特に文理の境界を越えた

研究の連携には、異分野の価値観、世界観そして文化の差が大きな問題として存在することが明確に感じられた。

これらの問題は当事者の意識にのぼりにくいだけに対策が難しい。こうした認識のもと、異分野間や大学と社会

の間の接合面にある問題を明示化し、それに対応する方法論を探究するとともに、実践の場を作ることを目的と

してTReNDが立ち上げられた。 

センター長の中山氏は同大学のAA研（アジア・アフリカ言語文化研究所）に着任する前にアメリカに研究基盤

をおいていたが、専門家のあるべき役割についてはアメリカの言語学界においても問題になっていたという。消

滅危機言語をどう救うか、言語の保護や継承という研究は重要な社会的テーマであったが、言語学全体から見る

と周辺的に位置付けられてしまう傾向があるだけでなく、学術研究ではなく社会事業、アクティビズムと捉えら

れることもあった。アメリカ言語学界では、こうした活動も重要だという議論はあったものの、一方で現実問題と

して大学における業績評価などではまともに評価されないという難しさもあった。そうした議論も目の当たりに

してきたので、AA研で消滅危機言語の保護・継承のための研究の支援、活性化に向けた活動を展開した時には学

術界の中でのサポートインフラ作りを意識的に進めた。コミュニティでの継承活動に役立てるための研究成果を

投稿できる学術雑誌『アジア・アフリカ言語文化研究』を作り、研究者が論文として生産できるようにしたのはそ

の好例である。また、日本国内外でフィールドワークを行う研究者が分野や所属を越えて幅広く参加し、フィール

ドや研究上の情報を提供しあい、互いの知を結ぶネットワークとして Fieldnet を運営したり、「学」として認知や

プレゼンスを高めるために地域研究コンソーシアム（JCAS）の立ち上げにも関わったり、表彰制度を設けるなど

によって従来の狭い専門研究の範囲に収まりにくい研究を評価できる仕組みを整備した。 

研究活動に関する倫理的問題に関しては、AA研では明文化された倫理規程などは作っておらず、学生に対して

は「人として」の社会的常識として指導している。従来の人社系研究は個人での研究を典型としてきたが、複雑な

問題を扱う研究や大規模なデータベース構築を目指すプロジェクトなどにおいては共同研究も広く行われるよう

になってきている。論文執筆時のオーサーシップとしては、実際に論文執筆に携わらなければ著者として名前は

載せられないという。 

 

  

http://www.tufs.ac.jp/research/center/trend/
https://www.tokyo-4univ.jp/
http://www.aa.tufs.ac.jp/
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/publications/jaas
https://fieldnet-aa.jp/
http://www.jcas.jp/index.html
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3.11 高知工科大学社会マネジメントシステム研究センター（那須清吾センター長） 

高知工科大学社会マネジメントシステム研究センターでは、地域活性化や事業創造、行政経営や地域経営など

の個別的課題を解決するための社会マネジメントシステムの創造により社会貢献を行っている。社会貢献を通じ

て学術的研究を実践し、その成果を検証することで更に学術的論理を進化させるマネジメントサイクルにより、

研究と社会貢献が一体化した取組を行っている。こうして、社会科学と自然科学の統合により、複雑な課題・現象

を分析・再現し、将来を予測するとともにソリューション効果を予測することで、実際に社会を経営するための役

に立つ学問を目指している。 

また、同学の地域連携機構社会連携センターでは、機構内外のさまざまな研究活動を社会実装につなげるため

の道筋を描き、専門性と時代の要請に基づいた大学の地域・社会貢献で新たな地域社会運営のニーズに応えてい

る。同センターでは高知の森林資源の活用を中心としたグリーンエネルギー戦略を提起し、2015 年 1 月にひとつ

の節目として宿毛市に木質バイオマス火力発電所とペレット製造工場を併設したプラントを建設し実稼働した。

今後さらにこのプラントによるビジネスモデルを足がかりにして地域貢献を発展させるため、自然林などを対象

とした森林経営計画による新たな価値創造や早生の樹木を導入した森林経営、伐採跡地で有用植物栽培を行う新

アグロフォレストリーの試行、リモートセンシングや ICT を活用した森林資源の評価管理、森林労働改善のため

のロボット開発、発電時の排熱活用に焦点を当てた新しい取組などを構想している。 

社会連携センターの永野氏と、社会マネジメントシステム研究センターのセンター長である那須氏は研究成果

の社会実装の一つとして、2012 年に株式会社グリーン・エネルギー研究所を立ち上げた。また、この実績と経験

を受けて、高知工科大学キャンパスに隣接する農地を借り受け、環境理工学群・古沢浩教授が木質バイオマス燃料

による小型熱電併給システムを活用した環境制御型の施設園芸ハウス（KUTハウス）を導入した。ここではKUT

ハウス稼働にまつわるあらゆるフィールドデータをデジタル化、集約、活用するための統合管理システムも併せ

て導入している。 

高知工科大学では起業マネジメントコースにおいて、社会で活躍できる人材を輩出するため、学位授与の条件

として 3 つの学問領域に精通すること、博士論文の審査においては 50％は新規性があること、50％は社会的イン

パクトがあることを求めている。大学では今後、データ＆イノベーション学群を開設する予定であるが、リベラル

アーツ（多様な基礎学問）やマネジメントがあったうえで、データサイエンスはあくまでも手段として捉えてい

る。 

 

  

https://www.kochi-tech.ac.jp/rora/intro/cat02/socialmanagement-center.html
https://www.kochi-tech.ac.jp/rora/intro/cat04/overview.html
https://www.ge-labo.co.jp/
https://kochi-iop.jp/news/topics/2022/01/19/2713/
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/140901/files/2021110900125/file_202111103171257_1.pdf
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4.  分析 

上述の研究室等の事例調査をもとに、事例から共通して浮かび上がった事項や課題を整理して取りまとめると

ともに、研究室等における研究公正のあり方について議論する。学協会の事例と異なり、組織や個人として多岐に

わたる活動を行っているため、マッピングによる活動分類にはなじまない。以下では、研究公正に関する一般的な

取組を振り返ったうえで、実際の研究実践における留意点、大学の使命の一つでもある教育、その他、構成員の多

様性や公平性への配慮についてまとめる。そして、研究公正の観点から見た学際的・共創的な研究活動の特徴や課

題を分析したうえで、より大きな研究ガバナンスに関わる構造的な課題を考察する。なお、個別の事例では紹介で

きなかった機微な内容や意見についても、本節では組織や個人が特定されない形で言及できるもののみ紹介する。 

 

4.1.1 研究公正に関する取組 

研究公正に関する取組については、基本的に政府やファンディングエージェンシー、そして所属する大学・研究

機関の規程や制度に従っている。ただし、学生に対してもう少し頻度の高い研究倫理講習や、他の手段が検討され

てよいとする意見もあった。 

社会の多様な関係者と協働する共創的研究については、必ずしも研究者の所属機関における取組だけでは十分

ではなく、研究活動全体としての公正性を担保することが難しい事例もいくつかある。たとえば、企業との共同研

究を重要な業績として期待し、企業との共著論文数を成果指標に掲げる大学もある。ところが、共同研究に参画す

る企業によっては、従業員が所属する企業名を公表しなかったり、著者として名前を載せられないといったゴー

ストオーサーシップにあたる事例も見られる。また、社会人学生が在籍する研究室では、その学生が所属企業のデ

ータを使っている場合など、著者の肩書として大学ばかりでなく企業名が出ることもあり、明確な線引きは難し

いという。 

研究インテグリティにかかる案件については、大学側では意思決定できないため、政府がより主導的に対策を

講じるべきであるという声も聞かれた。たとえば他国政府機関の推薦を受けた研究者や学生が日本の大学に来る

際、無審査で入って来られるために大学側でチェックができないこともある。ひとたび受け入れてしまったら追

放することも難しく、個人の管理もできないため、「疑わしきは入れず」という方針で事前対処することもあると

聞く。その意味で、近年のコロナ禍において、オンラインで海外研究者・学生に対応できたことはこうした課題の

回避になった側面があっただろう。 

 

4.1.2 実践における留意点 

研究室等におけるインタビューからは、実際に個々の研究者がどのように学際的・共創的研究に取り組んでい

るかという実情が詳らかに語られ、研究実践において留意すべきことが多く挙げられた。 

たとえば、ある学際研究プロジェクトでは参加する異分野の研究者の間で話が通じなかったため、まずプロジ

ェクトで用いる用語の統一について議論したり、合宿を通して意思疎通を図ったりしたという。ただし、プロジェ

クトのゴールや成果について事前に詰めておらず、論文や特許の重要性の認識や、ワークショップ実施の新奇性

などの点で、研究者間における齟齬が生じる例があったと聞いている。逆に、研究分野が近くても学術的な考え方

とコンサル的な考え方の齟齬のため、コミュニケーションが難しくなった例も聞かれた。 

地域に入り込む研究実践では、新たな活動はなかなか地域ですぐには認められないため、いくつかの注意が必

要とされる。まずは、信頼関係の構築、あるいは仲間であるという雰囲気づくりである。新しい現場にはすでに地

域とのつながりがある知り合いを通じて入る必要がある。すでに関係ができている現場に関しては、学生は数年
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でいなくなってしまうため、教員や地域との恒常的なつなぎ役が適宜対応することが必要である。また、実践を通

して地域の人々に認めてもらうことが重要である。そこで大事なことは目的であり、地域の人々にもメリットが

あり賛同しうる目的をもって活動することで、徐々に協力者が増えてくるという。また、どこに筋を通す必要があ

るか、どの順番で話せばよいのかなどの点に留意する必要がある。その際、誰もが反対しにくいことを提示するこ

とが大事という指摘もなされた。いきなり各論から入らず、地域が良くなるとよいですねといった話から入った

ほうがよいこともある。根回しをしながら、まずは研究実践をやってもよいというコンセンサスを得る。 

そして、あらゆる関係者から信頼を得るには、その活動が「生きている」ことが大切である。利害の大きな活動

に対しては、これまでの多くの関係者とその利害構造が複雑に絡んでおり、新しい研究実践を始めることがとて

も難しい。そのような場合、地域に散在している協力者一人一人が動いて変えていくようなゲリラ的な挑戦をし

ていくことも有用である。様々な形で圧力を受けることもあるが、例えば、研究者が自ら先頭に立って毅然と対処

することで、地域の協力者たちにも安心感を与えることができることも示された。確執や禍根などが多い世界で

は、安易に物語として書くことはできないということにも気をつける必要もある。 

このように、少なからず研究者が地域に影響を与えることを意識しつつ、柔軟に適応していく姿勢が求められ

ることが示された。倫理や公平性といった基盤は揺らぎやすく、悪気なく地域の人々のスタンスを変えうること

に注意しなければならない。また、地域の人々との付き合い方は研究分野によって異なるため、分野ごとの研究文

化やアプローチの相違を十分踏まえながら研究チームをマネジメントしていくことが求められる。いずれにせよ、

多くの事例では、実践に入る現場に対しては、どのような期間でどのようなデータを取らせてもらうかを明確に

し、その研究成果をできるだけ現場に戻していくことを重視することが大切である。 

また、実践の現場においては往々にして政治的に機微な課題に接近する機会が増えてくるが、地元の行政とも

相談し、研究のプロセスも共有して議論していくことで研究者側の関わり方が見えてくることもあるという。特

に共創的研究では政策形成への貢献もひとつの目的となることもあり、研究者だから中立でなければならないと

いうことではなく、研究の目的に照らして《適切な距離》を保った関わり方を模索していく努力が必要である。 

 

4.1.3 教育 

学際的な研究にかかる学生の指導において、多様なバックグラウンドを持つ学生の用いる手法やツールなどの

詳細を教員がすべて把握できるわけではないが、学術研究としての論理構成などは確かめることができるとされ

る。一方、現場に入り込むような共創的な研究においては、学生は座学で規範を学ぶよりも、直接 OJT を通して

実践的な知識を得て、倫理観を醸成していく事例が多い。ただし、学生が単独で取り組むより、経験のある教員や

大学院生、ポスドク、あるいは地域とのつなぎ役などと一緒に現場に行き、地域の人々の安心感や信頼感を損なわ

ず、失礼のない形で接する必要がある。共創的な研究は特定の学部や学科に安定的なポストがあることは稀であ

り、学生が研究者として進む道は容易ではないが、社会の現場に出たという経験や培ったコミュニケーションス

キルは社会人として就職する際のメリットになると考えられている。なお、全学的な取組として、千葉商科大学で

は建学の理念に基づく基盤教育として倫理を教えるとともに、学長プロジェクトに学生も参加させ、有志は学生

団体などの学生主体の活動に移行して社会的に責任のある研究実践を展開している。 

 

4.1.4 構成員の多様性や公平性への配慮 

構成員の多様さは研究室等における研究活動の社会的な公正性を担保するというよりも、むしろ良い成果を創

出するために重要であると認識されている。ただし、研究に携わる人材がそもそも減っている現状では多様性に

配慮した研究環境の実現が難しくなっているという声も一部で聞かれた。 
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熊倉研究室では留学生に対して日本社会に関する理解を浸透させつつ、彼らが活躍できる場を用意して日本社

会で受け入れられているという感触を持ってもらう取組を続けている。これは、当研究室が多文化共生を研究実

践テーマの一つと位置づけており、行政を含めた現場の意識とも同調しているために可能となっている部分もあ

ると見られる。一方で、永井研究室のように、研究室内では外国人研究者を含めた公正な研究活動を実践している

にもかかわらず、共同研究先の企業の対応に多様性や公平性への配慮を欠く言動が見られることもあり、社会に

開かれた研究活動を行う上での難しさが表れている。すなわち、研究組織内において公正な研究活動を行ってい

るにもかかわらず、共創的な研究に伴う組織外の人々との関わりにおいて、公正でない社会の現状を反映してし

まい、結果として研究活動全体の公正性が担保されないという課題である。 

 

4.1.5 研究公正の観点から見た学際的・共創的な研究活動の特徴や課題 

学際的・共創的な研究活動の特徴としては、①従来の学問分野における公正な研究活動との齟齬に対していか

にすり合わせていくか、②個人ばかりでなくチーム、さらに幅広い関与者を含む社会としての公正な言動を見な

ければならない、という二点が挙げられる。 

第一に、学術研究に携わる研究者は継続的に学術業績を上げなければならず、それは所属機関やアカデミア全

体の求める職業規範に則って評価される。ただし、学際的・共創的な研究の多くは学術論文や書籍として出版しに

くい活動である。分野研究者からは目に見える分かりやすい成果を期待されるため、それに応えられないと、学際

的・共創的な研究者は非生産的だと思われて研究活動が縮小・廃止されてしまうという懸念が示されている。アカ

デミアにおいて学際的・共創的な研究が目の敵にされる理由はいくつかあることが示唆された。その一つは自分

たちの専門分野が伸びていないという感覚である。これは個別学問としての行き詰まりと、日本のアカデミア全

体における停滞感の両方があると考えられる。また、学際研究のような活動を、表面的で真剣に学問に取り組んで

いないものと捉え、故に研究組織のレベルを下げているという意識から、自分たち分野研究者が足を引っ張られ

ているという思いがあることも指摘された。そのため、学術論文など、既存の分野でも認められるような学術業績

を成果として残さないと、アカデミアからの理解が得られにくい。 

第二に、学際的・共創的な研究活動に携わる際、分野研究者は自分の専門の外に出るという不快感に堪えなけれ

ばならない。研究者のなかには「私の専門ではない」として問題に関わることを避ける人もいるが、専門家である

か否かではなく、その問題に関心があって解決したいと望んでいるかこそが重要である。このため、学際的・共創

的な研究においては「面白い人」ではなく、「面白がれる人」がもっと必要ではないかという意見があった。言い

換えれば、心に余裕があり、自分が覚える違和感を越えて好奇心を持ち続けることができるかどうかが重要とい

うことである。これは自己変容を伴うため、自分も変わるということを意識しなければならない。また、学際的・

共創的な研究活動は異分野の研究者や実務者など多様な人材がチームを組んで行うことが一般的である。専門と

する分野それぞれの規範を尊重しつつ、言葉のすり合わせや、目的・ゴールの事前共有、密接なコミュニケーショ

ンとチームビルディングを行い、チームとして対外的な活動をするにあたっては一貫した方針で臨むことがよい

と考えられる。この際、香坂研究室のように、新聞連載などの出版物において各メンバーに執筆をお願いすること

でプロジェクトに対するオーナーシップを高めるとともに、各メンバーの知見を持ち寄ることで、より統合化さ

れた知識が得られた例が興味深い。また、教育的な側面も含め、自らの専門分野における思考のフレーミング（研

究者の《育ち》）を改める学び直しが重要となるため、分野を変える機会を早めに提供することも有意義である。

ただし、個別分野に特化した専門性の高い研究者がチームに加わることを排除するものではなく、その研究者が

少なくとも他分野の言語でもコミュニケーションする意志があればよいことが示唆されている。あるいは、《育ち》

があまり良くない「ブリリアントジャーク」（有能だが協調性のない人物）も、うまく個人プレーをさせて周囲の

生産性を下げることのないように工夫すれば、こうした学際的・共創的な研究活動に携わることも不可能ではな

い。ただし、優れたチームリーダーが必要であるとともに、マネジメントにかかる負荷も少なくないことは注意す
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べきである。 

さらに、共創的な研究活動においては公正な社会のあり方そのものを問い、従来の法的・社会的な規範と衝突を

厭わずにあるべき社会の姿から照らして責任ある研究実践を遂行することも求められる。これは、脱慣習レベル

において新たなルールを提案できる志向倫理的な態度といえる3。外国人研究者が共同研究者として受け入れられ

にくい現状は、社会の側の多様性や包摂性の欠如と見ることができ、研究実践を通じた継続的な信頼関係の構築

によって、文化に根差した伝統的な価値観を変え、公正性の理念や実践を社会のほうへ広く展開していくことが

可能となる。その意味で、60 年前に起きた高知生コン事件はとても示唆的な事例である。当時、パルプ工場が廃

液を垂れ流しており、高知市街の河川から強烈な悪臭が漂い、浦戸湾は「死の海」と化した。住民からの訴えにも

かかわらず行政は動かなかったため、住民有志が排水管を生コンで塞いだところ、廃液が路上に流れ出し、大騒ぎ

となった。当事者は実刑判決を受けたが、住民は「義挙」として圧倒的に支持し、後の公害運動にもつながってい

ったという。 

公正性は社会のあり方に挑戦する批判的な側面ばかりでなく、よりポジティブな意味も込めることができ、研

究を通じてどれだけの人を幸せにしたか、どれだけ納税者に還元したかという視点で見るべきという意見もあっ

た。その意味で、千葉商科大学で自然エネルギー大学リーグを立ち上げたように、環境に対する取組など、個別の

大学や研究室が主導する形でボトムアップ的に他大学との連携を広げていくという活動も共創的な研究活動の特

徴であり、環境に対する配慮という社会的に公正な取組の好例といえる。似た例として、一般社団法人サステイナ

ブルキャンパス推進協議会（CAS-Net JAPAN）の運営するサステイナブルキャンパス評価システム（ASSC）など

も挙げることができる。 

 

4.1.6 構造的な課題 

確立した分野の研究者は既得権益を持ってアカデミアにおけるルール作りを主導しており、自らの分野に利益

誘導をすることが頻繁に見られるという。こうしたことから学際的・共創的な研究も結局、KPIとしての論文引用

数やインパクトファクターなどで測られてしまい、良くない傾向だとする批判が複数聞かれた。実際に学際的・共

創的な研究においては、地域との関係構築や研究環境の整備など、既存の指標で測れないような活動が多い。 

また、学際的・共創的な研究活動においては多様な人材や多岐にわたる課題をマネジメントする能力や、関係者

間の意思疎通を円滑にするようなつなぎ役の存在が不可欠であるとされるが、どちらも十分に評価されていない

という課題がある。研究組織が硬直化しており、マネジメントの才能のある研究者が活躍できず、また、若い時分

から失敗をするという経験も積みにくくなっている。つなぎ役としては卒業生が市民社会組織に入ってその責を

担うという熊倉研究室のような事例も散見されるが、実際は研究室のリーダーなど教員が務めることが多くなっ

ている。大学では URA による関与も期待されているが、URA はこうした研究を推進するためのアカデミックな

能力や知識を身につける機会があまりないのが現状で、教員と対等に接することが難しい場合も多いとされる。 

医学・生命科学系も関わるような学際的・共創的な研究の場合、地域の人々に対する介入的な研究を行う際に倫

理審査が厳しく、時間がかかってしまい、全体の研究や実践がストップしてしまうという課題も見られている。こ

うした場合、どのような倫理体制であるべきかについて確たる解決策はないという。 

  

 

3 片倉啓雄（2021）「科学者と志向倫理～Well-beingを支える倫理」東京大学令和３年度研究倫理セミナー「『志向倫理』と『責任あ

る研究・イノベーション』」.  

https://www.kochinews.co.jp/article/detail/425827
http://casnet-japan.org/
http://casnet-japan.org/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/assc_usage/
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